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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビットストリームに多重化されている符号化データから階層的に分割されている各々の
符号化ブロックに係る圧縮データ、符号化モード及びインデックス情報を可変長復号する
可変長復号手段と、
　上記可変長復号手段により可変長復号された符号化ブロックに係る符号化モードに基づ
き、選択可能な１以上の動きベクトルの中から、当該符号化ブロックに係るインデックス
情報が示す動きベクトルを選択し、上記動きベクトルを用いて、当該符号化ブロックに対
する動き補償予測処理を実施して予測画像を生成する動き補償予測手段と、
　上記可変長復号手段により可変長復号された符号化ブロックに係る圧縮データから復号
された差分画像と上記動き補償予測手段により生成された予測画像とを加算して復号画像
を生成する復号画像生成手段とを備え、
　上記動き補償予測手段は、上記インデックス情報に基づいて、上記符号化ブロックの周
囲に位置する復号済みブロックの動きベクトルから生成される空間ダイレクトベクトル、
または上記符号化ブロックが参照可能な復号済みピクチャの動きベクトルから生成される
時間ダイレクトベクトルを選択することを特徴とする動画像復号装置。
【請求項２】
　可変長復号手段が、ビットストリームに多重化されている符号化データから階層的に分
割されている各々の符号化ブロックに係る圧縮データ、符号化モード及びインデックス情
報を可変長復号する可変長復号処理ステップと、



(2) JP 5486091 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

　動き補償予測手段が、上記可変長復号処理ステップで可変長復号された符号化ブロック
に係る符号化モードに基づき、選択可能な１以上の動きベクトルの中から、当該符号化ブ
ロックに係るインデックス情報が示す動きベクトルを選択し、上記動きベクトルを用いて
、当該符号化ブロックに対する動き補償予測処理を実施して予測画像を生成する動き補償
予測処理ステップと、
　復号画像生成手段が、上記可変長復号処理ステップで可変長復号された符号化ブロック
に係る圧縮データから復号された差分画像と上記動き補償予測処理ステップで生成された
予測画像とを加算して復号画像を生成する復号画像生成処理ステップとを備え、
　上記動き補償予測手段は、上記インデックス情報に基づいて、上記符号化ブロックの周
囲に位置する復号済みブロックの動きベクトルから生成される空間ダイレクトベクトル、
または上記符号化ブロックが参照可能な復号済みピクチャの動きベクトルから生成される
時間ダイレクトベクトルを選択することを特徴とする動画像復号方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、画像圧縮符号化技術や圧縮画像データ伝送技術などに用いられる動画像復
号装置及び動画像復号方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）や
「ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６ｘ」などの国際標準映像符号化方式では、輝度信号１６×１６画
素と、その輝度信号１６×１６画素に対応する色差信号８×８画素とをまとめたブロック
データ（以下、「マクロブロック」と称する）を一単位として、動き補償技術や直交変換
／変換係数量子化技術に基づいて圧縮する方法が採用されている。
　動画像符号化装置及び動画像復号装置における動き補償処理では、前方または後方のピ
クチャを参照して、マクロブロック単位で動きベクトルの検出や予測画像の生成を行う。
　このとき、１枚のピクチャのみを参照して、画面間予測符号化を行うものをＰピクチャ
と称し、同時に２枚のピクチャを参照して、画面間予測符号化を行うものをＢピクチャと
称する。
【０００３】
　国際標準方式であるＡＶＣ／Ｈ．２６４（ＩＳＯ／ＩＥＣ　１４４９６－１０｜ＩＴＵ
－Ｔ　Ｈ．２６４）では、Ｂピクチャを符号化する際に、ダイレクトモードと呼ばれる符
号化モードを選択することができる（例えば、非特許文献１を参照）。
　即ち、符号化対象のマクロブロックには、動きベクトルの符号化データを持たず、符号
化済みの他のピクチャのマクロブロックの動きベクトルや、周囲のマクロブロックの動き
ベクトルを用いる所定の演算処理で、符号化対象のマクロブロックの動きベクトルを生成
する符号化モードを選択することができる。
【０００４】
　このダイレクトモードには、時間ダイレクトモードと空間ダイレクトモードの２種類が
存在する。
　時間ダイレクトモードでは、符号化済みの他ピクチャの動きベクトルを参照し、符号化
済みピクチャと符号化対象のピクチャとの時間差に応じて動きベクトルのスケーリング処
理を行うことで、符号化対象のマクロブロックの動きベクトルを生成する。
　空間ダイレクトモードでは、符号化対象のマクロブロックの周囲に位置している少なく
とも１つ以上の符号化済みマクロブロックの動きベクトルを参照し、それらの動きベクト
ルから符号化対象のマクロブロックの動きベクトルを生成する。
　このダイレクトモードでは、スライスヘッダに設けられたフラグである“ｄｉｒｅｃｔ
＿ｓｐａｔｉａｌ＿ｍｖ＿ｐｒｅｄ＿ｆｌａｇ”を用いることにより、スライス単位で、
時間ダイレクトモード又は空間ダイレクトモードのいずれか一方を選択することが可能で
ある。
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　ただし、ダイレクトモードの中で、変換係数を符号化しないモードをスキップモードと
称する。以下、ダイレクトモードと記載するときは、スキップモードも含まれるものとす
る。
【０００５】
　ここで、図１１は時間ダイレクトモードで動きベクトルを生成する方法を示す模式図で
ある。
　図１１において、「Ｐ」はＰピクチャを表し、「Ｂ」はＢピクチャを表している。
　また、数字０－３はピクチャの表示順を示し、時間Ｔ０，Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３の表示画像
であることを表している。
　ピクチャの符号化処理は、Ｐ０，Ｐ３，Ｂ１，Ｂ２の順番で行われているものとする。
【０００６】
　例えば、ピクチャＢ２の中のマクロブロックＭＢ１を時間ダイレクトモードで符号化す
る場合を想定する。
　この場合、ピクチャＢ２の時間軸上後方にある符号化済みピクチャのうち、ピクチャＢ
２に一番近いピクチャＰ３の動きベクトルであって、マクロブロックＭＢ１と空間的に同
じ位置にあるマクロブロックＭＢ２の動きベクトルＭＶを用いる。
　この動きベクトルＭＶはピクチャＰ０を参照しており、マクロブロックＭＢ１を符号化
する際に用いる動きベクトルＭＶＬ０，ＭＶＬ１は、以下の式（１）で求められる。

【０００７】
　図１２は空間ダイレクトモードで動きベクトルを生成する方法を示す模式図である。
　図１２において、ｃｕｒｒｅｎｔＭＢは、符号化対象のマクロブロックを表している。
　このとき、符号化対象のマクロブロックの左横の符号化済マクロブロックＡの動きベク
トルをＭＶａ、符号化対象のマクロブロックの上の符号化済マクロブロックＢの動きベク
トルをＭＶｂ、符号化対象のマクロブロックの右上の符号化済マクロブロックＣの動きベ
クトルをＭＶｃとすると、下記の式（２）に示すように、これらの動きベクトルＭＶａ，
ＭＶｂ，ＭＶｃのメディアン（中央値）を求めることにより、符号化対象のマクロブロッ
クの動きベクトルＭＶを算出することができる。
　　　ＭＶ＝ｍｅｄｉａｎ（ＭＶａ、ＭＶｂ、ＭＶｃ）　　　　　　（２）
　空間ダイレクトモードでは、前方及び後方のそれぞれについて動きベクトルを求めるが
、どちらも上記の方法を用いて求めることが可能である。
【０００８】
　なお、予測画像の生成に用いる参照画像は、参照に用いるベクトル毎に、参照画像リス
トして管理されており、２つのベクトルを用いる場合、各参照画像リストはリスト０、リ
スト１と称される。
　参照画像リストに対して時間的に近いものから順番に格納され、通常はリスト０が前方
向の参照画像を示し、リスト１が後方向の参照画像を示している。ただし、リスト１が前
方向の参照画像を示し、リスト０は後方向の参照画像を示していてもよいし、リスト０と
リスト１の双方が、前方向と後方向の参照画像を示していてもよい。また、並び順も時間
的に近いものから並べる必要はない。
　例えば、以下の非特許文献１には、参照画像リストがスライス毎に並び替えることが可
能であることが記載されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
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【非特許文献１】ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ（ＩＳＯ／ＩＥＣ　１４４９６－１０）／ＩＴＵ
－Ｔ　Ｈ．２６４規格
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来の画像符号化装置は以上のように構成されているので、スライスヘッダに設けられ
たフラグである“ｄｉｒｅｃｔ＿ｓｐａｔｉａｌ＿ｍｖ＿ｐｒｅｄ＿ｆｌａｇ”を参照す
れば、スライス単位で、時間ダイレクトモードと空間ダイレクトモードを切り替えること
ができる。しかし、マクロブロック単位では、時間ダイレクトモードと空間ダイレクトモ
ードを切り替えることができないため、或るスライスに属している或るマクロブロックに
対する最適なダイレクトモードが例えば空間ダイレクトモードであっても、当該スライス
に対応するダイレクトモードが時間ダイレクトモードに決められていれば、当該マクロブ
ロックに対して時間ダイレクトモードを使用しなければならず、最適なダイレクトモード
を選択することができない。このような場合、最適なダイレクトモードを選択することが
できないため、不必要な動きベクトルを符号化しなければならず、符号量が増加してしま
うなどの課題があった。
【００１１】
　この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、所定のブロック単位に
最適な符号化モードを選択して、符号量を削減することができるような符号化データを復
号可能な動画像復号装置及び動画像復号方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明に係る動画像復号装置は、ビットストリームに多重化されている符号化データ
から階層的に分割されている各々の符号化ブロックに係る圧縮データ、符号化モード及び
インデックス情報を可変長復号する可変長復号手段と、可変長復号手段により可変長復号
された符号化ブロックに係る符号化モードに基づき、選択可能な１以上の動きベクトルの
中から、当該符号化ブロックに係るインデックス情報が示す動きベクトルを選択し、動き
ベクトルを用いて、当該符号化ブロックに対する動き補償予測処理を実施して予測画像を
生成する動き補償予測手段と、可変長復号手段により可変長復号された符号化ブロックに
係る圧縮データから復号された差分画像と動き補償予測手段により生成された予測画像と
を加算して復号画像を生成する復号画像生成手段とを備え、動き補償予測手段は、インデ
ックス情報に基づいて、符号化ブロックの周囲に位置する復号済みブロックの動きベクト
ルから生成される空間ダイレクトベクトル、または符号化ブロックが参照可能な復号済み
ピクチャの動きベクトルから生成される時間ダイレクトベクトルを選択するものである。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、ビットストリームに多重化されている符号化データから階層的に分
割されている各々の符号化ブロックに係る圧縮データ、符号化モード及びインデックス情
報を可変長復号する可変長復号手段と、可変長復号手段により可変長復号された符号化ブ
ロックに係る符号化モードに基づき、選択可能な１以上の動きベクトルの中から、当該符
号化ブロックに係るインデックス情報が示す動きベクトルを選択し、動きベクトルを用い
て、当該符号化ブロックに対する動き補償予測処理を実施して予測画像を生成する動き補
償予測手段と、可変長復号手段により可変長復号された符号化ブロックに係る圧縮データ
から復号された差分画像と動き補償予測手段により生成された予測画像とを加算して復号
画像を生成する復号画像生成手段とを備え、動き補償予測手段は、インデックス情報に基
づいて、符号化ブロックの周囲に位置する復号済みブロックの動きベクトルから生成され
る空間ダイレクトベクトル、または符号化ブロックが参照可能な復号済みピクチャの動き
ベクトルから生成される時間ダイレクトベクトルを選択するので、符号化ブロック単位に
最適な符号化モードを選択して動画像の復号化処理を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】この発明の実施の形態１による動画像符号化装置を示す構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１による動画像符号化装置の動き補償予測部５を示す構成
図である。
【図３】動き補償予測部５を構成しているダイレクトベクトル生成部２３を示す構成図で
ある。
【図４】ダイレクトベクトル生成部２３を構成しているダイレクトベクトル判定部３３を
示す構成図である。
【図５】この発明の実施の形態１による動画像復号装置を示す構成図である。
【図６】この発明の実施の形態１による動画像復号装置の動き補償予測部５４を示す構成
図である。
【図７】この発明の実施の形態１による動画像符号化装置の処理内容を示すフローチャー
トである。
【図８】この発明の実施の形態１による動画像復号装置の処理内容を示すフローチャート
である。
【図９】最大サイズの符号化ブロックが階層的に複数の符号化ブロックに分割される様子
を示す説明図である。
【図１０】（ａ）は分割後のパーティションの分布を示し、（ｂ）は階層分割後のパーテ
ィションに符号化モードｍ（Ｂｎ）が割り当てられる状況を４分木グラフで示す説明図で
ある。
【図１１】時間ダイレクトモードで動きベクトルを生成する方法を示す模式図である。
【図１２】空間ダイレクトモードで動きベクトルを生成する方法を示す模式図である。
【図１３】メディアン予測の候補Ａ１－Ａｎ、Ｂ１－Ｂｎ、Ｃ，Ｄ，Ｅから空間ダイレク
トベクトルを生成する方法を示す模式図である。
【図１４】時間方向の距離に応じてスケーリングを行うことで、空間ダイレクトベクトル
を生成する方法を示す模式図である。
【図１５】前方予測画像と後方予測画像の類似度による評価値の算出例を示す説明図であ
る。
【図１６】動きベクトルの分散値を用いた評価式を示す説明図である。
【図１７】空間ベクトルＭＶ＿Ａ，ＭＶ＿Ｂ，ＭＶ＿Ｃや、時間ベクトルＭＶ＿１～ＭＶ
＿８を示す説明図である。
【図１８】複数の符号化済ベクトルから１つの候補ベクトルの生成を示す説明図である。
【図１９】時間的に前にある画像のみを組み合わせて、評価値ＳＡＤを算出する例を示す
説明図である。
【図２０】Ｌ字テンプレートに似ている画像の探索を示す説明図である。
【図２１】符号化ブロックＢｎのサイズがＬｎ＝ｋＭｎである例を示す説明図である。
【図２２】（Ｌｎ＋１，Ｍｎ＋１）＝（Ｌｎ／２，Ｍｎ／２）のように分割する例を示す
説明図である。
【図２３】図２１又は図２２のいずれかの分割を選択できる例を示す説明図である。
【図２４】変換ブロックサイズ単位が階層構造になっている例を示す説明図である。
【図２５】この発明の実施の形態３による動画像符号化装置の動き補償予測部５を示す構
成図である。
【図２６】動き補償予測部５を構成しているダイレクトベクトル生成部２５を示す構成図
である。
【図２７】ダイレクトベクトル生成部２５を構成している初期ベクトル生成部３４を示す
構成図である。
【図２８】初期ベクトル生成部３４を構成している初期ベクトル判定部７３を示す構成図
である。
【図２９】この発明の実施の形態３による動画像復号装置の動き補償予測部５４を示す構
成図である。
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【図３０】動きベクトルの探索処理を示す説明図である。
【図３１】この発明の実施の形態４による動画像符号化装置の動き補償予測部５を示す構
成図である。
【図３２】この発明の実施の形態４による動画像復号装置の動き補償予測部５４を示す構
成図である。
【図３３】選択可能な動きベクトルと、その動きベクトルを示すインデックス情報とが記
述されているダイレクトベクトル候補インデックスを示す説明図である。
【図３４】１本のベクトルのインデックス情報だけを符号化する例を示す説明図である。
【図３５】動き補償予測部５を構成しているダイレクトベクトル生成部２６を示す構成図
である。
【図３６】この発明の実施の形態５による動画像符号化装置の動き補償予測部５を示す構
成図である。
【図３７】動き補償予測部５を構成しているダイレクトベクトル生成部２７を示す構成図
である。
【図３８】この発明の実施の形態５による動画像復号装置の動き補償予測部５４を示す構
成図である。
【図３９】動き補償予測部５を構成しているダイレクトベクトル生成部２６を示す構成図
である。
【図４０】周囲のブロックとの相関関係を示す説明図である。
【図４１】符号化ブロックのブロックサイズ毎に、選択可能な１以上の動きベクトルを示
すリストの説明図である。
【図４２】最大のブロックサイズが「１２８」であるリストの一例を示す説明図である。
【図４３】符号化ブロックの分割パターン毎に、選択可能な１以上の動きベクトルを示す
リストの説明図である。
【図４４】動画像符号化装置におけるリスト情報の送信処理を示すフローチャートである
。
【図４５】動画像復号装置におけるリスト情報の受信処理を示すフローチャートである。
【図４６】リスト内の「ｔｅｍｐｏｒａｌ」が選択可から選択不可に変更されているため
に、“オン”の変更フラグと変更後のリストを示すリスト情報を符号化している例を示す
説明図である。
【図４７】変更フラグが“オン”であるため、現在保持しているリストを変更している例
を示す説明図である。
【図４８】ブロックサイズ毎に変更フラグを用意し、選択可能な動きベクトルが変更され
たブロックサイズに係るリスト情報だけを符号化している例を示す説明図である。
【図４９】対象となるブロックからインター符号化されているブロックを探索し、そのブ
ロック内に含まれる全てのベクトルを空間ベクトル候補とする例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
実施の形態１．
　この実施の形態１では、映像の各フレーム画像を入力し、近接フレーム間で動き補償予
測を実施することで得られる予測差分信号に対して直交変換や量子化による圧縮処理を実
施した後に可変長符号化を行ってビットストリームを生成する動画像符号化装置と、その
動画像符号化装置から出力されたビットストリームを復号する動画像復号装置について説
明する。
【００１６】
　この実施の形態１の動画像符号化装置は、映像信号の空間・時間方向の局所的な変化に
適応して、映像信号を多様なサイズの領域に分割してフレーム内・フレーム間適応符号化
を行うことを特徴としている。
　一般的に映像信号は、空間・時間的に信号の複雑さが局所的に変化する特性を有してい
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る。空間的に見ると、ある特定の映像フレーム上では、空や壁などのような比較的広い画
像領域中で均一な信号特性を持つ絵柄もあれば、人物や細かいテクスチャを持った絵画な
ど小さい画像領域内で複雑なテクスチャパターンを持つ絵柄も混在することがある。
　時間的に見ても、空や壁は局所的に時間方向の絵柄の変化が小さいが、動く人物や物体
はその輪郭が時間的に剛体・非剛体の運動をするため、時間的な変化が大きい。
【００１７】
　符号化処理は、時間・空間的な予測によって信号電力やエントロピーの小さい予測差分
信号を生成することで、全体の符号量を削減するが、予測のためのパラメータをできるだ
け大きな画像信号領域に均一に適用できれば、当該パラメータの符号量を小さくすること
ができる。
　一方、時間的・空間的に変化の大きい画像信号パターンに対して、同一の予測パラメー
タを適用すると、予測の誤りが増えるため、予測差分信号の符号量を削減することができ
ない。
　そこで、時間的・空間的に変化の大きい画像信号パターンに対しては、予測対象の領域
を小さくして、予測のためのパラメータのデータ量を増やしても予測差分信号の電力・エ
ントロピーを低減するほうが望ましい。
　このような映像信号の一般的な性質に適応した符号化を行うため、この実施の形態１の
動画像符号化装置では、所定の最大ブロックサイズから階層的に映像信号の領域を分割し
て、分割領域毎に予測処理や、予測差分の符号化処理を実施するようにしている。
【００１８】
　この実施の形態１の動画像符号化装置が処理対象とする映像信号は、輝度信号と２つの
色差信号からなるＹＵＶ信号や、ディジタル撮像素子から出力されるＲＧＢ信号等の任意
の色空間のカラー映像信号のほか、モノクロ画像信号や赤外線画像信号など、映像フレー
ムが水平・垂直２次元のディジタルサンプル（画素）列から構成される任意の映像信号で
ある。
　各画素の諧調は８ビットでもよいし、１０ビット、１２ビットなどの諧調であってもよ
い。
　ただし、以下の説明においては、特に断らない限り、入力される映像信号がＹＵＶ信号
であるものとする。また、２つの色差成分Ｕ，Ｖが輝度成分Ｙに対して、サブサンプルさ
れた４：２：０フォーマットの信号であるものとする。
　なお、映像の各フレームに対応する処理データ単位を「ピクチャ」と称し、この実施の
形態１では、「ピクチャ」は順次走査（プログレッシブスキャン）された映像フレームの
信号として説明を行う。ただし、映像信号がインタレース信号である場合、「ピクチャ」
は映像フレームを構成する単位であるフィールド画像信号であってもよい。
【００１９】
　図１はこの発明の実施の形態１による動画像符号化装置を示す構成図である。
　図１において、符号化制御部１は動き補償予測処理（フレーム間予測処理）又はイント
ラ予測処理（フレーム内予測処理）が実施される際の処理単位となる符号化ブロックの最
大サイズを決定するとともに、最大サイズの符号化ブロックが階層的に分割される際の上
限の階層数を決定する処理を実施する。
　また、符号化制御部１は利用可能な１以上の符号化モード（１以上のイントラ符号化モ
ード、１以上のインター符号化モード（ダイレクトモードのインター符号化モードを含む
））の中から、階層的に分割される各々の符号化ブロックに適する符号化モードを選択す
る処理を実施する。なお、符号化制御部１は符号化制御手段を構成している。
【００２０】
　ブロック分割部２は入力画像を示す映像信号を入力すると、その映像信号が示す入力画
像を符号化制御部１により決定された最大サイズの符号化ブロックに分割するとともに、
符号化制御部１により決定された上限の階層数に至るまで、その符号化ブロックを階層的
に分割する処理を実施する。なお、ブロック分割部２はブロック分割手段を構成している
。
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【００２１】
　切替スイッチ３は符号化制御部１により選択された符号化モードがイントラ符号化モー
ドであれば、ブロック分割部２により分割された符号化ブロックをイントラ予測部４に出
力し、符号化制御部１により選択された符号化モードがインター符号化モードであれば、
ブロック分割部２により分割された符号化ブロックを動き補償予測部５に出力する処理を
実施する。
　イントラ予測部４は切替スイッチ３からブロック分割部２により分割された符号化ブロ
ックを受けると、符号化制御部１から出力されたイントラ予測パラメータを用いて、その
符号化ブロックに対するイントラ予測処理を実施して予測画像を生成する処理を実施する
。
　なお、切替スイッチ３及びイントラ予測部４からイントラ予測手段が構成されている。
【００２２】
　動き補償予測部５はブロック分割部２により分割された符号化ブロックに適する符号化
モードとして、符号化制御部１によりダイレクトモードのインター符号化モードが選択さ
れた場合、当該符号化ブロックの周囲に位置している符号化済みブロックの動きベクトル
から空間ダイレクトモードの空間ダイレクトベクトルを生成するとともに、当該符号化ブ
ロックが参照可能な符号化済みピクチャの動きベクトルから時間ダイレクトモードの時間
ダイレクトベクトルを生成し、その空間ダイレクトベクトル又は時間ダイレクトベクトル
の中から、参照画像間の相関が高くなる方のダイレクトベクトルを選択し、そのダイレク
トベクトルを用いて、当該符号化ブロックに対する動き補償予測処理を実施して予測画像
を生成する処理を実施する。
　また、動き補償予測部５はブロック分割部２により分割された符号化ブロックに適する
符号化モードとして、符号化制御部１によりダイレクトモード以外のインター符号化モー
ドが選択された場合、当該符号化ブロックと動き補償予測フレームメモリ１２に格納され
ている参照画像から動きベクトルを探索し、その動きベクトルを用いて、当該符号化ブロ
ックに対する動き補償予測処理を実施して予測画像を生成する処理を実施する。
　なお、切替スイッチ３及び動き補償予測部５から動き補償予測手段が構成されている。
【００２３】
　減算部６はブロック分割部２により分割された符号化ブロックから、イントラ予測部４
又は動き補償予測部５により生成された予測画像を減算することで、差分画像（＝符号化
ブロック－予測画像）を生成する処理を実施する。なお、減算部６は差分画像生成手段を
構成している。
　変換・量子化部７は符号化制御部１から出力された予測差分符号化パラメータに含まれ
ている変換ブロックサイズ単位で、減算部６により生成された差分画像の変換処理（例え
ば、ＤＣＴ（離散コサイン変換）や、予め特定の学習系列に対して基底設計がなされてい
るＫＬ変換等の直交変換処理）を実施するとともに、その予測差分符号化パラメータに含
まれている量子化パラメータを用いて、その差分画像の変換係数を量子化することで、量
子化後の変換係数を差分画像の圧縮データとして出力する処理を実施する。なお、変換・
量子化部７は画像圧縮手段を構成している。
【００２４】
　逆量子化・逆変換部８は符号化制御部１から出力された予測差分符号化パラメータに含
まれている量子化パラメータを用いて、変換・量子化部７から出力された圧縮データを逆
量子化し、その予測差分符号化パラメータに含まれている変換ブロックサイズ単位で、逆
量子化の圧縮データの逆変換処理（例えば、逆ＤＣＴ（逆離散コサイン変換）や、逆ＫＬ
変換等の逆変換処理）を実施することで、逆変換処理後の圧縮データを局所復号予測差分
信号として出力する処理を実施する。
【００２５】
　加算部９は逆量子化・逆変換部８から出力された局所復号予測差分信号とイントラ予測
部４又は動き補償予測部５により生成された予測画像を示す予測信号を加算することで、
局所復号画像を示す局所復号画像信号を生成する処理を実施する。
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　イントラ予測用メモリ１０はイントラ予測部４により次回のイントラ予測処理で用いら
れる画像として、加算部９により生成された局所復号画像信号が示す局所復号画像を格納
するＲＡＭなどの記録媒体である。
【００２６】
　ループフィルタ部１１は加算器９により生成された局所復号画像信号に含まれている符
号化歪みを補償し、符号化歪み補償後の局所復号画像信号が示す局所復号画像を参照画像
として動き補償予測フレームメモリ１２に出力する処理を実施する。
　動き補償予測フレームメモリ１２は動き補償予測部５により次回の動き補償予測処理で
用いられる参照画像として、ループフィルタ部１１によるフィルタリング処理後の局所復
号画像を格納するＲＡＭなどの記録媒体である。
【００２７】
　可変長符号化部１３は変換・量子化部７から出力された圧縮データと、符号化制御部１
から出力された符号化モード及び予測差分符号化パラメータと、イントラ予測部４から出
力されたイントラ予測パラメータ又は動き補償予測部５から出力されたインター予測パラ
メータを可変長符号化して、その圧縮データ、符号化モード、予測差分符号化パラメータ
、イントラ予測パラメータ／インター予測パラメータの符号化データが多重化されている
ビットストリームを生成する処理を実施する。なお、可変長符号化部１３は可変長符号化
手段を構成している。
【００２８】
　図２はこの発明の実施の形態１による動画像符号化装置の動き補償予測部５を示す構成
図である。
　図２において、切替スイッチ２１は符号化制御部１により選択された符号化モードがダ
イレクトモード以外のインターモードである場合、ブロック分割部２により分割された符
号化ブロックを動きベクトル探索部２２に出力する一方、その符号化モードがダイレクト
モードのインターモードである場合、ブロック分割部２により分割された符号化ブロック
をダイレクトベクトル生成部２３に出力する処理を実施する。
　なお、ダイレクトベクトル生成部２３では、ダイレクトベクトルを生成する際に、ブロ
ック分割部２により分割された符号化ブロックを用いないので、その符号化ブロックをダ
イレクトベクトル生成部２３に出力しないようにしてもよい。
【００２９】
　動きベクトル探索部２２は切替スイッチ２１から出力された符号化ブロックと動き補償
予測フレームメモリ１２に格納されている参照画像を参照しながら、インターモードで最
適な動きベクトルを探索し、その動きベクトルを動き補償処理部２４に出力する処理を実
施する。
　ダイレクトベクトル生成部２３は当該符号化ブロックの周囲に位置している符号化済み
ブロックの動きベクトルから空間ダイレクトモードの空間ダイレクトベクトルを生成する
とともに、当該符号化ブロックが参照可能な符号化済みピクチャの動きベクトルから時間
ダイレクトモードの時間ダイレクトベクトルを生成し、その空間ダイレクトベクトル又は
時間ダイレクトベクトルの中から、参照画像間の相関が高くなる方のダイレクトベクトル
を選択する処理を実施する。
【００３０】
　動き補償処理部２４は動きベクトル探索部２２により探索された動きベクトル又はダイ
レクトベクトル生成部２３により選択されたダイレクトベクトルと動き補償予測フレーム
メモリ１２に格納されている１フレーム以上の参照画像を用いて、符号化制御部１から出
力されたインター予測パラメータに基づいて動き補償予測処理を実施することで、予測画
像を生成する処理を実施する。
　なお、動き補償処理部２４は、動き補償予測処理を実施する際に用いたインター予測パ
ラメータを可変長符号化部１３に出力する。符号化制御部１により選択された符号化モー
ドがダイレクトモード以外のインターモードである場合、動きベクトル探索部２２により
探索された動きベクトルを当該インター予測パラメータに含めて可変長符号化部１３に出



(10) JP 5486091 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

力する。
【００３１】
　図３は動き補償予測部５を構成しているダイレクトベクトル生成部２３を示す構成図で
ある。
　図３において、空間ダイレクトベクトル生成部３１は符号化済みのブロックの動きベク
トル（符号化済みのブロックの動きベクトルは、図示せぬ動きベクトルメモリ、あるいは
、動き補償予測部５の内部メモリに格納されている）の中から、符号化ブロックの周囲に
位置している符号化済みのブロックの動きベクトルを読み出し、その動きベクトルから空
間ダイレクトモードの空間ダイレクトベクトルを生成する処理を実施する。
　時間ダイレクトベクトル生成部３２は符号化済みのブロックの動きベクトルの中から、
符号化ブロックが参照可能な符号化済みピクチャの動きベクトルであって、符号化ブロッ
クと空間的に同じ位置にあるブロックの動きベクトルを読み出し、その動きベクトルから
時間ダイレクトモードの時間ダイレクトベクトルを生成する処理を実施する。
【００３２】
　ダイレクトベクトル判定部３３は空間ダイレクトベクトル生成部３１により生成された
空間ダイレクトベクトルを用いて、空間ダイレクトモードの評価値を算出するとともに、
時間ダイレクトベクトル生成部３２により生成された時間ダイレクトベクトルを用いて、
時間ダイレクトモードの評価値を算出し、その空間ダイレクトモードの評価値と時間ダイ
レクトモードの評価値を比較して、その空間ダイレクトベクトル又は時間ダイレクトベク
トルのいずれか一方を選択する処理を実施する。
【００３３】
　図４はダイレクトベクトル生成部２３を構成しているダイレクトベクトル判定部３３を
示す構成図である。
　図４において、動き補償部４１は空間ダイレクトベクトル生成部３１により生成された
空間ダイレクトベクトルを用いて、空間ダイレクトモードのリスト０予測画像（例えば、
空間ダイレクトモードの前方予測画像）と空間ダイレクトモードのリスト１予測画像（例
えば、空間ダイレクトモードの後方予測画像）を生成するとともに、時間ダイレクトベク
トル生成部３２により生成された時間ダイレクトベクトルを用いて、時間ダイレクトモー
ドのリスト０予測画像（例えば、時間ダイレクトモードの前方予測画像）と時間ダイレク
トモードのリスト１予測画像（例えば、時間ダイレクトモードの後方予測画像）を生成す
る処理を実施する。
【００３４】
　類似度算出部４２は空間ダイレクトモードの評価値として、空間ダイレクトモードのリ
スト０予測画像（前方予測画像）とリスト１予測画像（後方予測画像）の類似度を算出す
るとともに、時間ダイレクトモードの評価値として、時間ダイレクトモードのリスト０予
測画像（前方予測画像）とリスト１予測画像（後方予測画像）の類似度を算出する処理を
実施する。
　ダイレクトベクトル選択部４３は類似度算出部４２により算出された空間ダイレクトモ
ードにおけるリスト０予測画像（前方予測画像）とリスト１予測画像（後方予測画像）の
類似度と、時間ダイレクトモードにおけるリスト０予測画像（前方予測画像）とリスト１
予測画像（後方予測画像）の類似度とを比較し、空間ダイレクトベクトル又は時間ダイレ
クトベクトルのうち、リスト０予測画像（前方予測画像）とリスト１予測画像（後方予測
画像）の類似度が高い方のダイレクトモードのダイレクトベクトルを選択する処理を実施
する。
【００３５】
　図５はこの発明の実施の形態１による動画像復号装置を示す構成図である。
　図５において、可変長復号部５１はビットストリームに多重化されている符号化データ
から階層的に分割されている各々の符号化ブロックに係る圧縮データ、符号化モード、予
測差分符号化パラメータ、イントラ予測パラメータ／インター予測パラメータを可変長復
号して、その圧縮データ及び予測差分符号化パラメータを逆量子化・逆変換部５５に出力
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するとともに、その符号化モード及びイントラ予測パラメータ／インター予測パラメータ
を切替スイッチ５２に出力する処理を実施する。なお、可変長復号部５１は可変長復号手
段を構成している。
【００３６】
　切替スイッチ５２は可変長復号部５１から出力された符号化ブロックに係る符号化モー
ドがイントラ符号化モードである場合、可変長復号部５１から出力されたイントラ予測パ
ラメータをイントラ予測部５３に出力し、その符号化モードがインター符号化モードであ
る場合、可変長復号部５１から出力されたインター予測パラメータを動き補償予測部５４
に出力する処理を実施する。
　イントラ予測部５３は切替スイッチ５２から出力されたイントラ予測パラメータを用い
て、当該符号化ブロックに対するイントラ予測処理を実施して予測画像を生成する処理を
実施する。
　なお、切替スイッチ５２及びイントラ予測部５３からイントラ予測手段が構成されてい
る。
【００３７】
　動き補償予測部５４は可変長復号部５１から出力された符号化ブロックに係る符号化モ
ードがダイレクトモードのインター符号化モードである場合、当該符号化ブロックの周囲
に位置している復号済みブロックの動きベクトルから空間ダイレクトモードの空間ダイレ
クトベクトルを生成するとともに、当該符号化ブロックが参照可能な復号済みピクチャの
動きベクトルから時間ダイレクトモードの時間ダイレクトベクトルを生成し、その空間ダ
イレクトベクトル又は時間ダイレクトベクトルの中から、参照画像間の相関が高くなる方
のダイレクトベクトルを選択し、そのダイレクトベクトルを用いて、当該符号化ブロック
に対する動き補償予測処理を実施して予測画像を生成する処理を実施する。
　また、動き補償予測部５４は可変長復号部５１から出力された符号化ブロックに係る符
号化モードがダイレクトモード以外のインター符号化モードである場合、可変長復号部５
１から出力されたインター予測パラメータに含まれている動きベクトルを用いて、当該符
号化ブロックに対する動き補償予測処理を実施して予測画像を生成する処理を実施する。
　なお、切替スイッチ５２及び動き補償予測部５４から動き補償予測手段が構成されてい
る。
【００３８】
　逆量子化・逆変換部５５は可変長復号部５１から出力された予測差分符号化パラメータ
に含まれている量子化パラメータを用いて、可変長復号部５１から出力された符号化ブロ
ックに係る圧縮データを逆量子化し、その予測差分符号化パラメータに含まれている変換
ブロックサイズ単位で、逆量子化の圧縮データの逆変換処理（例えば、逆ＤＣＴ（逆離散
コサイン変換）や、逆ＫＬ変換等の逆変換処理）を実施することで、逆変換処理後の圧縮
データを復号予測差分信号（圧縮前の差分画像を示す信号）として出力する処理を実施す
る。なお、逆量子化・逆変換部５５は差分画像生成手段を構成している。
【００３９】
　加算部５６は逆量子化・逆変換部５５から出力された復号予測差分信号とイントラ予測
部５３又は動き補償予測部５４により生成された予測画像を示す予測信号を加算すること
で、復号画像を示す復号画像信号を生成する処理を実施する。なお、加算部５６は復号画
像生成手段を構成している。
　イントラ予測用メモリ５７はイントラ予測部５３により次回のイントラ予測処理で用い
られる画像として、加算部５６により生成された復号画像信号が示す復号画像を格納する
ＲＡＭなどの記録媒体である。
【００４０】
　ループフィルタ部５８は加算器５６により生成された復号画像信号に含まれている符号
化歪みを補償し、符号化歪み補償後の復号画像信号が示す復号画像を参照画像として動き
補償予測フレームメモリ５９に出力する処理を実施する。
　動き補償予測フレームメモリ５９は動き補償予測部５４により次回の動き補償予測処理
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で用いられる参照画像として、ループフィルタ部５８によるフィルタリング処理後の復号
画像を格納するＲＡＭなどの記録媒体である。
【００４１】
　図６はこの発明の実施の形態１による動画像復号装置の動き補償予測部５４を示す構成
図である。
　図６において、切替スイッチ６１は可変長復号部５１から出力された符号化ブロックに
係る符号化モードがダイレクトモード以外のインターモードである場合、可変長復号部５
１から出力されたインター予測パラメータ（動きベクトルを含む）を動き補償処理部６３
に出力し、その符号化モードがダイレクトモードのインターモードである場合、可変長復
号部５１から出力されたインター予測パラメータをダイレクトベクトル生成部６２に出力
する処理を実施する。
【００４２】
　ダイレクトベクトル生成部６２は当該符号化ブロックの周囲に位置している復号済みブ
ロックの動きベクトルから空間ダイレクトモードの空間ダイレクトベクトルを生成すると
ともに、当該符号化ブロックが参照可能な復号済みピクチャの動きベクトルから時間ダイ
レクトモードの時間ダイレクトベクトルを生成し、その空間ダイレクトベクトル又は時間
ダイレクトベクトルの中から、参照画像間の相関が高くなる方のダイレクトベクトルを選
択する処理を実施する。
　また、ダイレクトベクトル生成部６２は切替スイッチ６１から出力されたインター予測
パラメータを動き補償処理部６３に出力する処理を実施する。
　なお、ダイレクトベクトル生成部６２の内部構成は、図２のダイレクトベクトル生成部
２３と同じである。
【００４３】
　動き補償処理部６３は切替スイッチ６１から出力されたインター予測パラメータに含ま
れている動きベクトル又はダイレクトベクトル生成部６２により選択されたダイレクトベ
クトルと動き補償予測フレームメモリ５９に格納されている１フレームの参照画像を用い
て、ダイレクトベクトル生成部６２から出力されたインター予測パラメータに基づいて動
き補償予測処理を実施することで、予測画像を生成する処理を実施する。
【００４４】
　図１では、動画像符号化装置の構成要素である符号化制御部１、ブロック分割部２、切
替スイッチ３、イントラ予測部４、動き補償予測部５、減算部６、変換・量子化部７、逆
量子化・逆変換部８、加算部９、ループフィルタ部１１及び可変長符号化部１３のそれぞ
れが専用のハードウェア（例えば、ＣＰＵを実装している半導体集積回路、あるいは、ワ
ンチップマイコンなど）で構成されているものを想定しているが、動画像符号化装置がコ
ンピュータで構成される場合、符号化制御部１、ブロック分割部２、切替スイッチ３、イ
ントラ予測部４、動き補償予測部５、減算部６、変換・量子化部７、逆量子化・逆変換部
８、加算部９、ループフィルタ部１１及び可変長符号化部１３の処理内容を記述している
プログラムを当該コンピュータのメモリに格納し、当該コンピュータのＣＰＵが当該メモ
リに格納されているプログラムを実行するようにしてもよい。
　図７はこの発明の実施の形態１による動画像符号化装置の処理内容を示すフローチャー
トである。
【００４５】
　図５では、動画像復号装置の構成要素である可変長復号部５１、切替スイッチ５２、イ
ントラ予測部５３、動き補償予測部５４、逆量子化・逆変換部５５、加算部５６及びルー
プフィルタ部５８のそれぞれが専用のハードウェア（例えば、ＣＰＵを実装している半導
体集積回路、あるいは、ワンチップマイコンなど）で構成されているものを想定している
が、動画像復号装置がコンピュータで構成される場合、可変長復号部５１、切替スイッチ
５２、イントラ予測部５３、動き補償予測部５４、逆量子化・逆変換部５５、加算部５６
及びループフィルタ部５８の処理内容を記述しているプログラムを当該コンピュータのメ
モリに格納し、当該コンピュータのＣＰＵが当該メモリに格納されているプログラムを実
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行するようにしてもよい。
　図８はこの発明の実施の形態１による動画像復号装置の処理内容を示すフローチャート
である。
【００４６】
　次に動作について説明する。
　最初に、図１の動画像符号化装置の処理内容を説明する。
　まず、符号化制御部１は、動き補償予測処理（フレーム間予測処理）又はイントラ予測
処理（フレーム内予測処理）が実施される際の処理単位となる符号化ブロックの最大サイ
ズを決定するとともに、最大サイズの符号化ブロックが階層的に分割される際の上限の階
層数を決定する（図７のステップＳＴ１）。
【００４７】
　符号化ブロックの最大サイズの決め方として、例えば、全てのピクチャに対して、入力
画像の解像度に応じたサイズに決定する方法が考えられる。
　また、入力画像の局所的な動きの複雑さの違いをパラメータとして定量化しておき、動
きの激しいピクチャでは最大サイズを小さな値に決定し、動きが少ないピクチャでは最大
サイズを大きな値に決定する方法などが考えられる。
　上限の階層数については、例えば、入力画像の動きが激しい程、階層数を深くして、よ
り細かい動きが検出できるように設定し、入力画像の動きが少なければ、階層数を抑える
ように設定する方法が考えられる。
【００４８】
　また、符号化制御部１は、利用可能な１以上の符号化モード（Ｍ種類のイントラ符号化
モード、Ｎ種類のインター符号化モード（ダイレクトモードのインター符号化モードを含
む））の中から、階層的に分割される各々の符号化ブロックに適する符号化モードを選択
する（ステップＳＴ２）。
　符号化制御部１による符号化モードの選択方法は公知の技術であるため詳細な説明を省
略するが、例えば、利用可能な任意の符号化モードを用いて、符号化ブロックに対する符
号化処理を実施して符号化効率を検証し、利用可能な複数の符号化モードの中で、最も符
号化効率がよい符号化モードを選択する方法などがある。
【００４９】
　ブロック分割部２は、入力画像を示す映像信号を入力すると、その映像信号が示す入力
画像を符号化制御部１により決定された最大サイズの符号化ブロックに分割するとともに
、符号化制御部１により決定された上限の階層数に至るまで、その符号化ブロックを階層
的に分割する。
　ここで、図９は最大サイズの符号化ブロックが階層的に複数の符号化ブロックに分割さ
れる様子を示す説明図である。
　図９の例では、最大サイズの符号化ブロックは、第０階層の符号化ブロックＢ０であり
、輝度成分で（Ｌ０，Ｍ０）のサイズを有している。
　また、図９の例では、最大サイズの符号化ブロックＢ０を出発点として、４分木構造で
、別途定める所定の深さまで階層的に分割を行うことによって、符号化ブロックＢｎを得
ている。
【００５０】
　深さｎにおいては、符号化ブロックＢｎはサイズ（Ｌｎ，Ｍｎ）の画像領域である。
　ただし、ＬｎとＭｎは同じであってもよいし異なっていてもよいが、図９の例ではＬｎ

＝Ｍｎのケースを示している。
　以降、符号化ブロックＢｎのサイズは、符号化ブロックＢｎの輝度成分におけるサイズ
（Ｌｎ，Ｍｎ）と定義する。
【００５１】
　ブロック分割部２は、４分木分割を行うため、常に（Ｌｎ＋１，Ｍｎ＋１）＝（Ｌｎ／
２，Ｍｎ／２）が成立する。
　ただし、ＲＧＢ信号などのように、全ての色成分が同一サンプル数を有するカラー映像
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信号（４：４：４フォーマット）では、全ての色成分のサイズが（Ｌｎ，Ｍｎ）になるが
、４：２：０フォーマットを扱う場合、対応する色差成分の符号化ブロックのサイズは（
Ｌｎ／２，Ｍｎ／２）である。
　以降、第ｎ階層の符号化ブロックＢｎで選択しうる符号化モードをｍ（Ｂｎ）と記する
。
【００５２】
　複数の色成分からなるカラー映像信号の場合、符号化モードｍ（Ｂｎ）は、色成分ごと
に、それぞれ個別のモードを用いるように構成されてもよいが、以降、特に断らない限り
、ＹＵＶ信号、４：２：０フォーマットの符号化ブロックの輝度成分に対する符号化モー
ドのことを指すものとして説明を行う。
　符号化モードｍ（Ｂｎ）には、１つないし複数のイントラ符号化モード（総称して「Ｉ
ＮＴＲＡ」)、１つないし複数のインター符号化モード（総称して「ＩＮＴＥＲ」）があ
り、符号化制御部１は、上述したように、当該ピクチャで利用可能な全ての符号化モード
ないしは、そのサブセットの中から、符号化ブロックＢｎに対して最も符号化効率がよい
符号化モードを選択する。
【００５３】
　符号化ブロックＢｎは、図９に示すように、更に１つないし複数の予測処理単位（パー
ティション）に分割される。
　以降、符号化ブロックＢｎに属するパーティションをＰｉ

ｎ（ｉ： 第ｎ階層における
パーティション番号）と表記する。
　符号化ブロックＢｎに属するパーティションＰｉ

ｎの分割がどのようになされているか
は符号化モードｍ（Ｂｎ）の中に情報として含まれる。
　パーティションＰｉ

ｎは、すべて符号化モードｍ（Ｂｎ）に従って予測処理が行われる
が、パーティションＰｉ

ｎ毎に、個別の予測パラメータを選択することができる。
【００５４】
　符号化制御部１は、最大サイズの符号化ブロックに対して、例えば、図１０に示すよう
なブロック分割状態を生成して、符号化ブロックＢｎを特定する。
　図１０（ａ）の網がけ部分は分割後のパーティションの分布を示し、また、図１０（ｂ
）は階層分割後のパーティションに符号化モードｍ（Ｂｎ）が割り当てられる状況を４分
木グラフで示している。
　図１０（ｂ）において、□で囲まれているノードが、符号化モードｍ（Ｂｎ）が割り当
てられたノード（符号化ブロックＢｎ）を示している。
【００５５】
　切替スイッチ３は、符号化制御部１が各々の符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ
ｎに対して最適な符号化モードｍ（Ｂｎ）を選択すると、その符号化モードｍ（Ｂｎ）が
イントラ符号化モードであれば（ステップＳＴ３）、ブロック分割部２により分割された
符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎをイントラ予測部４に出力する。
　一方、その符号化モードｍ（Ｂｎ）がインター符号化モードであれば（ステップＳＴ３
）、ブロック分割部２により分割された符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎを動
き補償予測部５に出力する。
【００５６】
　イントラ予測部４は、切替スイッチ３から符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎ

を受けると、符号化制御部１により選択された符号化モードｍ（Ｂｎ）に対応するイント
ラ予測パラメータを用いて、その符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎに対するイ
ントラ予測処理を実施して、イントラ予測画像Ｐｉ

ｎを生成する（ステップＳＴ４）。
　イントラ予測部４は、イントラ予測画像Ｐｉ

ｎを生成すると、そのイントラ予測画像Ｐ

ｉ
ｎを減算部６及び加算部９に出力するが、図５の動画像復号装置でも同じイントラ予測

画像Ｐｉ
ｎを生成できるようにするため、そのイントラ予測パラメータを可変長符号化部

１３に出力する。この実施の形態１におけるイントラ予測処理は、ＡＶＣ／Ｈ．２６４規
格（ＩＳＯ／ＩＥＣ １４４９６－１０）に定められるアルゴリズムに限定されないが、
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イントラ予測パラメータとしては、動画像符号化装置側と動画像復号装置側でまったく同
じイントラ予測画像を生成するために必要な情報を含む必要がある。
【００５７】
　動き補償予測部５は、切替スイッチ３から符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎ

を受けると、符号化制御部１により選択された符号化モードｍ（Ｂｎ）がダイレクトモー
ドのインター符号化モードであれば、符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎの周囲
に位置している符号化済みブロックの動きベクトルから空間ダイレクトモードの空間ダイ
レクトベクトルを生成するとともに、符号化ブロックＢｎが参照可能な符号化済みピクチ
ャの動きベクトルから時間ダイレクトモードの時間ダイレクトベクトルを生成する。
　そして、動き補償予測部５は、その空間ダイレクトベクトル又は時間ダイレクトベクト
ルの中から、参照画像間の相関が高くなる方のダイレクトベクトルを選択し、そのダイレ
クトベクトル及び符号化モードｍ（Ｂｎ）に対応するインター予測パラメータを用いて、
符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎに対する動き補償予測処理を実施して、イン
ター予測画像Ｐｉ

ｎを生成する（ステップＳＴ５）。
【００５８】
　一方、符号化制御部１により選択された符号化モードｍ（Ｂｎ）がダイレクトモード以
外のインター符号化モードであれば、動き補償予測部５は、符号化ブロックＢｎのパーテ
ィションＰｉ

ｎと動き補償予測フレームメモリ１２に格納されている参照画像から動きベ
クトルを探索し、その動きベクトル及び符号化モードｍ（Ｂｎ）に対応するインター予測
パラメータを用いて、符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎに対する動き補償予測
処理を実施して、インター予測画像Ｐｉ

ｎを生成する（ステップＳＴ５）。
　動き補償予測部５は、インター予測画像Ｐｉ

ｎを生成すると、そのインター予測画像Ｐ

ｉ
ｎを減算部６及び加算部９に出力するが、図５の動画像復号装置でも同じインター予測

画像Ｐｉ
ｎを生成できるようにするため、そのインター予測パラメータを可変長符号化部

１３に出力する。インター予測画像の生成に用いられたインター予測パラメータには、
・　符号化ブロックＢｎ内のパーティション分割を記述するモード情報
・　各パーティションの動きベクトル
・　動き補償予測フレームメモリ１２内に複数の参照画像を含む構成の場合、いずれの参
照画像を用いて予測を行うかを示す参照画像指示インデックス情報
・　複数の動きベクトル予測値候補がある場合にいずれの動きベクトル予測値を選択して
使用するかを示すインデックス情報
・　複数の動き補償内挿フィルタがある場合にいずれのフィルタを選択して使用するかを
示すインデックス情報
・　当該パーティションの動きベクトルが複数の画素精度（半画素、１／４画素、１／８
画素など)を示すことが可能な場合、いずれの画素精度を使用するかを示す選択情報
などの情報を含み、動画像復号装置側でまったく同じインター予測画像を生成するために
、可変長符号化部１３によってビットストリームに多重化される。
　動き補償予測部５の処理内容の概略は上記の通りであるが、詳細な処理内容は後述する
。
【００５９】
　減算部６は、イントラ予測部４又は動き補償予測部５が予測画像（イントラ予測画像Ｐ

ｉ
ｎ、インター予測画像Ｐｉ

ｎ）を生成すると、ブロック分割部２により分割された符号
化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎから、イントラ予測部４又は動き補償予測部５に
より生成された予測画像（イントラ予測画像Ｐｉ

ｎ、インター予測画像Ｐｉ
ｎ）を減算す

ることで差分画像を生成し、その差分画像を示す予測差分信号ｅｉ
ｎを変換・量子化部７

に出力する（ステップＳＴ６）。
【００６０】
　変換・量子化部７は、減算部６から差分画像を示す予測差分信号ｅｉ

ｎを受けると、符
号化制御部１から出力された予測差分符号化パラメータに含まれている変換ブロックサイ
ズ単位で、その差分画像の変換処理（例えば、ＤＣＴ（離散コサイン変換）や、予め特定
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の学習系列に対して基底設計がなされているＫＬ変換等の直交変換処理）を実施するとと
もに、その予測差分符号化パラメータに含まれている量子化パラメータを用いて、その差
分画像の変換係数を量子化することで、量子化後の変換係数を差分画像の圧縮データとし
て逆量子化・逆変換部８及び可変長符号化部１３に出力する（ステップＳＴ７）。
【００６１】
　逆量子化・逆変換部８は、変換・量子化部７から差分画像の圧縮データを受けると、符
号化制御部１から出力された予測差分符号化パラメータに含まれている量子化パラメータ
を用いて、その差分画像の圧縮データを逆量子化し、その予測差分符号化パラメータに含
まれている変換ブロックサイズ単位で、逆量子化の圧縮データの逆変換処理（例えば、逆
ＤＣＴ（逆離散コサイン変換）や、逆ＫＬ変換等の逆変換処理）を実施することで、逆変
換処理後の圧縮データを局所復号予測差分信号ｅｉ

ｎハット（電子出願の関係上、アルフ
ァベット文字に付いた「＾」をハットと表記する）として加算部９に出力する（ステップ
ＳＴ８）。
【００６２】
　加算部９は、逆量子化・逆変換部８から局所復号予測差分信号ｅｉ

ｎハットを受けると
、その局所復号予測差分信号ｅｉ

ｎハットと、イントラ予測部４又は動き補償予測部５に
より生成された予測画像（イントラ予測画像Ｐｉ

ｎ、インター予測画像Ｐｉ
ｎ）を示す予

測信号を加算することで、局所復号パーティション画像Ｐｉ
ｎハットないしはその集まり

としての局所復号符号化ブロック画像である局所復号画像を生成する（ステップＳＴ９）
。
　加算部９は、局所復号画像を生成すると、その局所復号画像を示す局所復号画像信号を
イントラ予測用メモリ１０に格納するとともに、その局所復号画像信号をループフィルタ
部１１に出力する。
【００６３】
　ステップＳＴ３～ＳＴ９の処理は、階層的に分割された全ての符号化ブロックＢｎに対
する処理が完了するまで繰り返し実施され、全ての符号化ブロックＢｎに対する処理が完
了するとステップＳＴ１２の処理に移行する（ステップＳＴ１０，ＳＴ１１）。
【００６４】
　可変長符号化部１３は、変換・量子化部７から出力された圧縮データと、符号化制御部
１から出力された符号化モード（符号化ブロックの分割状態を示す情報を含む）及び予測
差分符号化パラメータと、イントラ予測部４から出力されたイントラ予測パラメータ又は
動き補償予測部５から出力されたインター予測パラメータをエントロピー符号化する。
　可変長符号化部１３は、エントロピー符号化の符号化結果である圧縮データ、符号化モ
ード、予測差分符号化パラメータ、イントラ予測パラメータ／インター予測パラメータの
符号化データを多重化してビットストリームを生成する（ステップＳＴ１２）。
【００６５】
　ループフィルタ部１１は、加算器９から局所復号画像信号を受けると、その局所復号画
像信号に含まれている符号化歪みを補償し、符号化歪み補償後の局所復号画像信号が示す
局所復号画像を参照画像として動き補償予測フレームメモリ１２に格納する（ステップＳ
Ｔ１３）。
　ループフィルタ部１１　　によるフィルタリング処理は、加算器９から出力される局所
復号画像信号の最大符号化ブロックあるいは個々の符号化ブロック単位で行ってもよいし
、１画面分のマクロブロックに相当する局所復号画像信号が出力された後に１画面分まと
めて行ってもよい。
【００６６】
　次に、動き補償予測部５の処理内容を詳細に説明する。
　動き補償予測部５の切替スイッチ２１は、符号化制御部１により選択された符号化モー
ドｍ（Ｂｎ）がダイレクトモード以外のインターモードである場合、ブロック分割部２に
より分割された符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎを動きベクトル探索部２２に
出力する。
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　一方、符号化モードｍ（Ｂｎ）がダイレクトモードのインターモードである場合、ブロ
ック分割部２により分割された符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎをダイレクト
ベクトル生成部２３に出力する。
　ただし、ダイレクトベクトル生成部２３では、ダイレクトベクトルの生成に符号化ブロ
ックＢｎのパーティションＰｉ

ｎを用いないので、当該符号化モードｍ（Ｂｎ）がダイレ
クトモードのインターモードであっても、符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎを
ダイレクトベクトル生成部２３に出力しないようにしてもよい。
【００６７】
　動き補償予測部５の動きベクトル探索部２２は、切替スイッチ２１から符号化ブロック
ＢｎのパーティションＰｉ

ｎを受けると、そのパーティションＰｉ
ｎと動き補償予測フレ

ームメモリ１２に格納されている参照画像を参照しながら、インターモードで最適な動き
ベクトルを探索し、その動きベクトルを動き補償処理部２４に出力する。
　インターモードで最適な動きベクトルを探索する処理自体は公知の技術であるため詳細
な説明を省略する。
【００６８】
　動き補償予測部５のダイレクトベクトル生成部２３は、符号化モードｍ（Ｂｎ）がダイ
レクトモードである場合、符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎ毎に、空間ダイレ
クトモードの空間ダイレクトベクトルと時間ダイレクトモードの時間ダイレクトベクトル
を生成し、その空間ダイレクトベクトル又は時間ダイレクトベクトルのいずれか一方を動
きベクトルとして動き補償処理部２４に出力する。
　なお、符号化ブロックＢｎに属するパーティションＰｉ

ｎの分割状態を示す情報は、上
述したように、符号化モードｍ（Ｂｎ）の中に含まれているので、ダイレクトベクトル生
成部２３は、符号化モードｍ（Ｂｎ）を参照することで、符号化ブロックＢｎのパーティ
ションＰｉ

ｎを特定することができる。
【００６９】
　即ち、ダイレクトベクトル生成部２３の空間ダイレクトベクトル生成部３１は、図示せ
ぬ動きベクトルメモリ又は内部メモリにより格納されている符号化済みブロックの動きベ
クトルの中から、符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎの周囲に位置している符号
化済みブロックの動きベクトルを読み出し、その動きベクトルから空間ダイレクトモード
の空間ダイレクトベクトルを生成する。
　また、ダイレクトベクトル生成部２３の時間ダイレクトベクトル生成部３２は、符号化
済みブロックの動きベクトルの中から、符号化ブロックＢｎが参照可能な符号化済みピク
チャの動きベクトルであって、符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎと空間的に同
じ位置にあるブロックの動きベクトルを読み出し、その動きベクトルから時間ダイレクト
モードの時間ダイレクトベクトルを生成する。
【００７０】
　ここで、図１１は時間ダイレクトモードで動きベクトル（時間ダイレクトベクトル）を
生成する方法を示す模式図である。
　例えば、ピクチャＢ２の中のブロックＭＢ１が符号化対象のパーティションＰｉ

ｎであ
り、ブロックＭＢ１を時間ダイレクトモードで符号化する場合を想定する。
　この場合、ピクチャＢ２の時間軸上後方にある符号化済みピクチャのうち、ピクチャＢ
２に一番近いピクチャＰ３の動きベクトルであって、ブロックＭＢ１と空間的に同じ位置
にあるブロックＭＢ２の動きベクトルＭＶを用いる。
　この動きベクトルＭＶはピクチャＰ０を参照しており、ブロックＭＢ１を符号化する際
に用いる動きベクトルＭＶＬ０，ＭＶＬ１は、以下の式（３）で求められる。
【００７１】
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　時間ダイレクトベクトル生成部３２は、動きベクトルＭＶＬ０，ＭＶＬ１を算出すると
、その動きベクトルＭＶＬ０，ＭＶＬ１を時間ダイレクトモードの時間ダイレクトベクト
ルとしてダイレクトベクトル判定部３３に出力する。
　ただし、時間ダイレクトベクトル生成部３２における時間ダイレクトベクトルの生成方
法は、図１１に示すようなＨ．２６４方式を用いてもよいが、これに限るものではなく、
他の方法を用いてもよい。
【００７２】
　図１２は空間ダイレクトモードで動きベクトル（空間ダイレクトベクトル）を生成する
方法を示す模式図である。
　図１２において、ｃｕｒｒｅｎｔＭＢは、符号化対象のブロックであるパーティション
Ｐｉ

ｎを表している。
　このとき、符号化対象のブロックの左横の符号化済ブロックＡの動きベクトルをＭＶａ
、符号化対象のブロックの上の符号化済ブロックＢの動きベクトルをＭＶｂ、符号化対象
のブロックの右上の符号化済ブロックＣの動きベクトルをＭＶｃとすると、下記の式（４
）に示すように、これらの動きベクトルＭＶａ，ＭＶｂ，ＭＶｃのメディアン（中央値）
を求めることにより、符号化対象のブロックの動きベクトルＭＶを算出することができる
。
　　　ＭＶ＝ｍｅｄｉａｎ（ＭＶａ、ＭＶｂ、ＭＶｃ）　　　　　　（４）
【００７３】
　空間ダイレクトモードでは、リスト０及びリスト１のそれぞれについて動きベクトルを
求めるが、どちらも上記の方法を用いて求めることが可能である。
　空間ダイレクトベクトル生成部３１は、上記のようにして、リスト０及びリスト１の動
きベクトルＭＶを算出すると、リスト０及びリスト１の動きベクトルＭＶを空間ダイレク
トモードの空間ダイレクトベクトルとしてダイレクトベクトル判定部３３に出力する。
　ただし、空間ダイレクトベクトル生成部３１における空間ダイレクトベクトルの生成方
法は、図１２に示すようなＨ．２６４方式を用いてもよいが、これに限るものではなく、
他の方法を用いてもよい。
【００７４】
　例えば、図１３に示すように、メディアン予測の候補として、Ａ１－Ａｎ、Ｂ１－Ｂｎ
から１つずつと、Ｃ，Ｄ，Ｅから１つの３つで、空間ダイレクトベクトルを生成するよう
にしてもよい。
　また、空間ダイレクトベクトルの生成に用いるＭＶ候補が違うｒｅｆ＿Ｉｄｘの場合は
、図１４に示すように、時間方向の距離に応じてスケーリングを行うようにしてもよい。

　ただし、ｓｃａｌｅｄ＿ＭＶはスケーリング後のベクトル、ＭＶはスケーリング前の動
きベクトル、ｄ（ｘ）はｘまでの時間的な距離を示している。
　また、Ｘｒは符号化対象のブロックが示す参照画像、Ｙｒはスケーリングの対象となる
ブロック位置Ａ－Ｄが示す参照画像を示している。
【００７５】
　ダイレクトベクトル生成部２３のダイレクトベクトル判定部３３は、空間ダイレクトベ
クトル生成部３１が空間ダイレクトベクトルを生成すると、その空間ダイレクトベクトル
を用いて、空間ダイレクトモードの評価値を算出する。
　また、ダイレクトベクトル判定部３３は、時間ダイレクトベクトル生成部３２が時間ダ
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イレクトベクトルを生成すると、その時間ダイレクトベクトルを用いて、時間ダイレクト
モードの評価値を算出する。
　ダイレクトベクトル判定部３３は、その空間ダイレクトモードの評価値と時間ダイレク
トモードの評価値を比較し、その空間ダイレクトベクトル又は時間ダイレクトベクトルの
うち、以下に記載するような判定手段によってダイレクトモードのダイレクトベクトルを
選択して動き補償処理部２４に出力する。
【００７６】
　以下、ダイレクトベクトル判定部３３の処理内容を具体的に説明する。
　ダイレクトベクトル判定部３３の動き補償部４１は、空間ダイレクトベクトル生成部３
１が空間ダイレクトベクトルＭＶＬ０，ＭＶＬ１を生成すると、その空間ダイレクトベク
トルＭＶＬ０を用いて、空間ダイレクトモードのリスト０予測画像を生成し、その空間ダ
イレクトベクトルＭＶＬ１を用いて、空間ダイレクトモードのリスト１予測画像を生成す
る。
　ここで、図１５は前方予測画像と後方予測画像の類似度による評価値の算出例を示す説
明図であるが、図１５の例では、空間ダイレクトモードのリスト０予測画像として、前方
予測画像ｆｓｐａｔｉａｌを生成し、空間ダイレクトモードのリスト１予測画像として、
後方予測画像ｇｓｐａｔｉａｌを生成している。
【００７７】
　また、動き補償部４１は、時間ダイレクトベクトル生成部３２がリスト０及びリスト１
の動きベクトルＭＶである時間ダイレクトベクトルを生成すると、前方の動きベクトルＭ
Ｖである時間ダイレクトベクトルを用いて、時間ダイレクトモードのリスト０予測画像を
生成し、後方の動きベクトルＭＶである時間ダイレクトベクトルを用いて、時間ダイレク
トモードの時間ダイレクトモードのリスト１予測画像を生成する。
　図１５の例では、時間ダイレクトモードのリスト０予測画像として、時間ダイレクトモ
ードの前方予測画像ｆｔｅｍｐｏｒａｌを生成し、時間ダイレクトモードのリスト１予測
画像として、後方予測画像ｇｔｅｍｐｏｒａｌを生成している。
【００７８】
　ここでは、前方向の参照画像を示す参照画像リスト０と、後方向の参照画像を示す参照
画像リスト１を用いて、リスト０予測画像として前方予測画像を生成し、リスト１予測画
像として後方予測画像を生成するものについて示したが、後方向の参照画像を示す参照画
像リスト０と、前方向の参照画像を示す参照画像リスト１を用いて、リスト０予測画像と
して後方予測画像を生成し、リスト１予測画像として前方予測画像を生成するようにして
もよい。
　また、前方向の参照画像を示す参照画像リスト０と、更に前方向の参照画像を示す参照
画像リスト１を用いて、リスト０予測画像及びリスト１予測画像として、前方予測画像を
生成するようにしてもよい（詳細は後述する）。
【００７９】
　ダイレクトベクトル判定部３３の類似度算出部４２は、空間ダイレクトモードのリスト
０予測画像とリスト１予測画像を生成すると、下記の式（６）のように、空間ダイレクト
モードの評価値ＳＡＤｓｐａｔｉａｌを算出する。
　式（６）では、説明の便宜上、空間ダイレクトモードのリスト０予測画像が前方予測画
像ｆｓｐａｔｉａｌ、空間ダイレクトモードのリスト１予測画像が後方予測画像ｇｓｐａ

ｔｉａｌとしている。
　　ＳＡＤｓｐａｔｉａｌ＝｜ｆｓｐａｔｉａｌ－ｇｓｐａｔｉａｌ｜　　　（６）
【００８０】
　また、類似度算出部４２は、時間ダイレクトモードのリスト０予測画像とリスト１予測
画像を生成すると、下記の式（７）のように、時間ダイレクトモードの評価値ＳＡＤｔｅ

ｍｐｏｒａｌを算出する。
　式（７）では、説明の便宜上、時間ダイレクトモードのリスト０予測画像が前方予測画
像ｆｔｅｍｐｏｒａｌ、時間ダイレクトモードのリスト１予測画像が後方予測画像ｇｔｅ
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ｍｐｏｒａｌとしている。
　　ＳＡＤｔｅｍｐｏｒａｌ＝｜ｆｔｅｍｐｏｒａｌ－ｇｔｅｍｐｏｒａｌ｜（７）
【００８１】
　なお、前方予測画像と後方予測画像間の差分が大きい程、２つの画像間の類似度が低く
なり（２つの画像の差分絶対値和を示す評価値ＳＡＤが大きくなる）、時間的な相関が低
くなる。逆に、前方予測画像と後方予測画像間の差分が小さい程、２つの画像間の類似度
が高くなり（２つの画像の差分絶対値和を示す評価値ＳＡＤが小さくなる）、時間的な相
関が高くなる。
　また、ダイレクトベクトルで予測する画像は、符号化対象のブロックに似ている画像を
予測するはずである。２つのベクトルを用いて予測画像を生成する場合、それぞれのベク
トルが予測する画像は符号化対象のブロックに似ているはずであり、これは２つの参照画
像の相関が高いことを示している。
　したがって、評価値ＳＡＤが小さい方のダイレクトベクトルを選択することで、参照画
像間の相関が高いモードを選ぶことができ、ダイレクトモードの精度を高めることができ
る。
【００８２】
　ダイレクトベクトル判定部３３のダイレクトベクトル選択部４３は、類似度算出部４２
が空間ダイレクトモードの評価値ＳＡＤｓｐａｔｉａｌと、時間ダイレクトモードの評価
値ＳＡＤｔｅｍｐｏｒａｌとを算出すると、その評価値ＳＡＤｓｐａｔｉａｌと評価値Ｓ
ＡＤｔｅｍｐｏｒａｌを比較することで、空間ダイレクトモードにおける前方予測画像ｆ

ｓｐａｔｉａｌと後方予測画像ｇｓｐａｔｉａｌの類似度と、時間ダイレクトモードにお
ける前方予測画像ｆｔｅｍｐｏｒａｌと後方予測画像ｇｔｅｍｐｏｒａｌの類似度とを比
較する。
【００８３】
　ダイレクトベクトル選択部４３は、空間ダイレクトモードにおける前方予測画像ｆｓｐ

ａｔｉａｌと後方予測画像ｇｓｐａｔｉａｌの類似度が、時間ダイレクトモードにおける
前方予測画像ｆｔｅｍｐｏｒａｌと後方予測画像ｇｔｅｍｐｏｒａｌの類似度より高い場
合（ＳＡＤｓｐａｔｉａｌ≦ＳＡＤｔｅｍｐｏｒａｌ）、空間ダイレクトベクトル生成部
３１により生成された空間ダイレクトベクトルを選択し、その空間ダイレクトベクトルを
動きベクトルとして動き補償処理部２４に出力する。
　一方、時間ダイレクトモードにおける前方予測画像ｆｔｅｍｐｏｒａｌと後方予測画像
ｇｔｅｍｐｏｒａｌの類似度が、空間ダイレクトモードにおける前方予測画像ｆｓｐａｔ

ｉａｌと後方予測画像ｇｓｐａｔｉａｌの類似度より高い場合（ＳＡＤｓｐａｔｉａｌ＞
ＳＡＤｔｅｍｐｏｒａｌ）、時間ダイレクトベクトル生成部３２により生成された時間ダ
イレクトベクトルを選択し、その時間ダイレクトベクトルを動きベクトルとして動き補償
処理部２４に出力する。
【００８４】
　動き補償処理部２４は、符号化モードｍ（Ｂｎ）がダイレクトモードでないとき、動き
ベクトル探索部２２から動きベクトルを受けると、その動きベクトルと動き補償予測フレ
ームメモリ１２に格納されている１フレームの参照画像を用いて、符号化制御部１から出
力されたインター予測パラメータに基づいて動き補償予測処理を実施することで、予測画
像を生成する。
　一方、符号化モードｍ（Ｂｎ）がダイレクトモードであるとき、ダイレクトベクトル生
成部２３から動きベクトル（ダイレクトベクトル選択部４３により選択されたダイレクト
ベクトル）を受けると、その動きベクトルと動き補償予測フレームメモリ１２に格納され
ている１フレームの参照画像を用いて、符号化制御部１から出力されたインター予測パラ
メータに基づいて動き補償予測処理を実施することで、予測画像を生成する。
　なお、動き補償処理部２４の動き補償予測処理は公知の技術であるため詳細な説明を省
略する。
【００８５】
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　ここでは、類似度算出部４２が差分絶対値和である評価値ＳＡＤを算出し、ダイレクト
ベクトル選択部４３が評価値ＳＡＤを比較するものについて示したが、類似度算出部４２
が評価値として、前方予測画像と後方予測画像間の差分二乗和ＳＳＥを算出し、ダイレク
トベクトル選択部４３が差分二乗和ＳＳＥを比較するようにしてもよい。ＳＳＥを用いる
ことにより処理量は増えるが、より正確に類似度を算出することが可能となる。
【００８６】
　次に、図５の画像復号装置の処理内容を説明する。
　可変長復号部５１は、図１の画像符号化装置から出力されたビットストリームを入力す
ると、そのビットストリームに対する可変長復号処理を実施して、１フレーム以上のピク
チャから構成されるシーケンス単位あるいはピクチャ単位にフレームサイズを復号する（
図８のステップＳＴ２１）。
　可変長復号部５１は、図１の符号化制御部１と同様の手順で、動き補償予測処理（フレ
ーム間予測処理）又はイントラ予測処理（フレーム内予測処理）が実施される際の処理単
位となる符号化ブロックの最大サイズを決定するとともに、最大サイズの符号化ブロック
が階層的に分割される際の上限の階層数を決定する（ステップＳＴ２２）。
　例えば、画像符号化装置において、符号化ブロックの最大サイズが、入力画像の解像度
に応じて決定されている場合、先に復号しているフレームサイズに基づいて符号化ブロッ
クの最大サイズを決定する。
　なお、符号化ブロックの最大サイズ及び上限の階層数を示す情報がビットストリームに
多重化されている場合には、そのビットストリームから復号した情報を参照する。
【００８７】
　ビットストリームに多重化されている最大サイズの符号化ブロックＢ０の符号化モード
ｍ（Ｂ０）には、最大サイズの符号化ブロックＢ０の分割状態を示す情報が含まれている
ので、可変長復号部５１は、ビットストリームに多重化されている最大サイズの符号化ブ
ロックＢ０の符号化モードｍ（Ｂ０）を復号して、階層的に分割されている各々の符号化
ブロックＢｎを特定する（ステップＳＴ２３）。
　可変長復号部５１は、各々の符号化ブロックＢｎを特定すると、その符号化ブロックＢ
ｎの符号化モードｍ（Ｂｎ）を復号し、その符号化モードｍ（Ｂｎ）に属しているパーテ
ィションＰｉ

ｎの情報に基づいて、符号化ブロックＢｎに属しているパーティションＰｉ
ｎを特定する。
　可変長復号部５１は、符号化ブロックＢｎに属しているパーティションＰｉ

ｎを特定す
ると、パーティションＰｉ

ｎ毎に、圧縮データ、符号化モード、予測差分符号化パラメー
タ、イントラ予測パラメータ／インター予測パラメータを復号する（ステップＳＴ２４）
。
【００８８】
　切替スイッチ５２は、可変長復号部５１から符号化ブロックＢｎに属しているパーティ
ションＰｉ

ｎの符号化モードｍ（Ｂｎ）がイントラ符号化モードである場合（ステップＳ
Ｔ２５）、可変長復号部５１から出力されたイントラ予測パラメータをイントラ予測部５
３に出力する。
　一方、パーティションＰｉ

ｎの符号化モードｍ（Ｂｎ）がインター符号化モードである
場合（ステップＳＴ２５）、可変長復号部５１から出力されたインター予測パラメータを
動き補償予測部５４に出力する。
　イントラ予測部５３は、切替スイッチ５２からイントラ予測パラメータを受けると、そ
のイントラ予測パラメータを用いて、その符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎに
対するイントラ予測処理を実施して、イントラ予測画像Ｐｉ

ｎを生成する（ステップＳＴ
２６）。
【００８９】
　動き補償予測部５４は、切替スイッチ５２からインター予測パラメータを受けると、可
変長復号部５１から出力された符号化モードｍ（Ｂｎ）がダイレクトモードのインター符
号化モードであれば、図１の動き補償予測部５と同様に、空間ダイレクトモードの空間ダ
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イレクトベクトルと時間ダイレクトモードの時間ダイレクトベクトルを生成する。
　動き補償予測部５４は、空間ダイレクトモードの空間ダイレクトベクトルと時間ダイレ
クトモードの時間ダイレクトベクトルを生成すると、図１の動き補償予測部５と同様に、
その空間ダイレクトベクトル又は時間ダイレクトベクトルの中から、参照画像間の相関が
高くなる方のダイレクトベクトルを選択し、そのダイレクトベクトル及びインター予測パ
ラメータを用いて、符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎに対する動き補償予測処
理を実施して、インター予測画像Ｐｉ

ｎを生成する（ステップＳＴ２７）。
【００９０】
　一方、可変長復号部５１から出力された符号化モードｍ（Ｂｎ）がダイレクトモード以
外のインター符号化モードであれば、動き補償予測部５４の動き補償処理部６３が、切替
スイッチ５２から出力されたインター予測パラメータに含まれている動きベクトルを用い
て、符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎに対する動き補償予測処理を実施して、
インター予測画像Ｐｉ

ｎを生成する（ステップＳＴ２７）。
【００９１】
　逆量子化・逆変換部５５は、可変長復号部５１から出力された予測差分符号化パラメー
タに含まれている量子化パラメータを用いて、可変長復号部５１から出力された符号化ブ
ロックに係る圧縮データを逆量子化し、その予測差分符号化パラメータに含まれている変
換ブロックサイズ単位で、逆量子化の圧縮データの逆変換処理（例えば、逆ＤＣＴ（逆離
散コサイン変換）や、逆ＫＬ変換等の逆変換処理）を実施することで、逆変換処理後の圧
縮データを復号予測差分信号（圧縮前の差分画像を示す信号）として加算部５６に出力す
る（ステップＳＴ２８）。
【００９２】
　加算部５６は、逆量子化・逆変換部５５から復号予測差分信号を受けると、その復号予
測差分信号とイントラ予測部５３又は動き補償予測部５４により生成された予測画像を示
す予測信号を加算することで復号画像を生成して、その復号画像を示す復号画像信号をイ
ントラ予測用メモリ５７に格納するとともに、その復号画像信号をループフィルタ部５８
に出力する（ステップＳＴ２９）。
【００９３】
　ステップＳＴ２３～ＳＴ２９の処理は、階層的に分割された全ての符号化ブロックＢｎ

に対する処理が完了するまで繰り返し実施される（ステップＳＴ３０）。
　ループフィルタ部５８は、加算器５６から復号画像信号を受けると、その復号画像信号
に含まれている符号化歪みを補償し、符号化歪み補償後の復号画像信号が示す復号画像を
参照画像として動き補償予測フレームメモリ５９に格納する（ステップＳＴ３１）。
　ループフィルタ部５８によるフィルタリング処理は、加算器５６から出力される復号画
像信号の最大符号化ブロックあるいは個々の符号化ブロック単位で行ってもよいし、１画
面分のマクロブロックに相当する復号画像信号が出力された後に１画面分まとめて行って
もよい。
【００９４】
　以上で明らかなように、この実施の形態１によれば、予測処理が実施される際の処理単
位となる符号化ブロックの最大サイズを決定するとともに、最大サイズの符号化ブロック
が階層的に分割される際の上限の階層数を決定し、利用可能な１以上の符号化モードの中
から、階層的に分割される各々の符号化ブロックに適する符号化モードを選択する符号化
制御部１と、入力画像を符号化制御部１により決定された最大サイズの符号化ブロックに
分割するとともに、符号化制御部１により決定された上限の階層数に至るまで、その符号
化ブロックを階層的に分割するブロック分割部２とを設け、ブロック分割部２により分割
された符号化ブロックに適する符号化モードとして、符号化制御部１によりダイレクトモ
ードのインター符号化モードが選択された場合、動き補償予測部５が、当該符号化ブロッ
クの周囲に位置している符号化済みブロックの動きベクトルから空間ダイレクトモードの
空間ダイレクトベクトルを生成するとともに、当該符号化ブロックが参照可能な符号化済
みピクチャの動きベクトルから時間ダイレクトモードの時間ダイレクトベクトルを生成し
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が高くなる方のダイレクトベクトルを選択し、そのダイレクトベクトルを用いて、当該符
号化ブロックに対する動き補償予測処理を実施して予測画像を生成するように構成したの
で、所定のブロック単位に最適なダイレクトモードを選択して、符号量を削減することが
できる効果を奏する。
【００９５】
　また、この実施の形態１によれば、ビットストリームに多重化されている符号化データ
から階層的に分割されている各々の符号化ブロックに係る圧縮データ及び符号化モードを
可変長復号する可変長復号部５１を設け、可変長復号部５１により可変長復号された符号
化ブロックに係る符号化モードがダイレクトモードのインター符号化モードである場合、
動き補償予測部５４が、当該符号化ブロックの周囲に位置している復号済みブロックの動
きベクトルから空間ダイレクトモードの空間ダイレクトベクトルを生成するとともに、当
該符号化ブロックが参照可能な復号済みピクチャの動きベクトルから時間ダイレクトモー
ドの時間ダイレクトベクトルを生成し、その空間ダイレクトベクトル又は時間ダイレクト
ベクトルの中から、参照画像間の相関が高くなる方のダイレクトベクトルを選択し、その
ダイレクトベクトルを用いて、その符号化ブロックに対する動き補償予測処理を実施して
予測画像を生成するように構成したので、所定のブロック単位に最適なダイレクトモード
を選択することができるような符号化データを復号可能な動画像復号装置が得られる効果
を奏する。
【００９６】
実施の形態２．
　上記実施の形態１では、動き補償予測部５，５４（具体的には、類似度算出部４２）が
、空間ダイレクトモードの評価値ＳＡＤｓｐａｔｉａｌとして、空間ダイレクトモードの
前方予測画像ｆｓｐａｔｉａｌと後方予測画像ｇｓｐａｔｉａｌの類似度を算出する一方
、時間ダイレクトモードの評価値ＳＡＤｔｅｍｐｏｒａｌとして、時間ダイレクトモード
の前方予測画像ｆｔｅｍｐｏｒａｌと後方予測画像ｇｔｅｍｐｏｒａｌの類似度を算出す
るものについて示したが、空間ダイレクトモードの評価値として、符号化ブロックＢｎの
周囲に位置している符号化済みブロック（復号済みブロック）の動きベクトルの分散値σ
（ｓｐａｔｉａｌ）を算出する一方、時間ダイレクトモードの評価値として、符号化ブロ
ックＢｎが参照可能な符号化済みピクチャ（復号済みピクチャ）において、符号化ブロッ
クＢｎと空間的に同じ位置にあるブロックの周囲に位置している符号化済みブロック（復
号済みブロック）の動きベクトルの分散値σ（ｔｅｍｐｏｒａｌ）を算出するようにして
もよく、上記実施の形態１と同様の効果を奏することができる。
【００９７】
　即ち、類似度算出部４２が、空間ダイレクトモードの評価値ＳＡＤｓｐａｔｉａｌとし
て、空間ダイレクトモードの前方予測画像ｆｓｐａｔｉａｌと後方予測画像ｇｓｐａｔｉ

ａｌの類似度を算出する代わりに、図１６（ａ）に示すように、符号化ブロックＢｎの周
囲に位置している符号化済みブロック（復号済みブロック）の動きベクトルの分散値σ（
ｓｐａｔｉａｌ）を算出する（下記の式（８）を参照）。
　また、類似度算出部４２が、時間ダイレクトモードの評価値ＳＡＤｔｅｍｐｏｒａｌと
して、時間ダイレクトモードの前方予測画像ｆｔｅｍｐｏｒａｌと後方予測画像ｇｔｅｍ

ｐｏｒａｌの類似度を算出する代わりに、図１６（ｂ）に示すように、符号化ブロックＢ
ｎが参照可能な符号化済みピクチャ（復号済みピクチャ）において、符号化ブロックＢｎ

と空間的に同じ位置にあるブロックの周囲に位置している符号化済みブロック（復号済み
ブロック）の動きベクトルの分散値σ（ｔｅｍｐｏｒａｌ）を算出する（下記の式（８）
を参照）。
【００９８】
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　また、ｍはｓｐａｔｉａｌ又はｔｅｍｐｏｒａｌを示す記号である。
【００９９】
　ダイレクトベクトル選択部４３は、動きベクトルの分散値σ（ｓｐａｔｉａｌ）と動き
ベクトルの分散値σ（ｔｅｍｐｏｒａｌ）とを比較し、動きベクトルの分散値σ（ｓｐａ
ｔｉａｌ）が動きベクトルの分散値σ（ｔｅｍｐｏｒａｌ）より大きい場合、空間ダイレ
クトモードの動きベクトル（空間ダイレクトベクトル）の信頼性が低いと判断して、時間
ダイレクトモードの動きベクトル（時間ダイレクトベクトル）を選択する。
　一方、動きベクトルの分散値σ（ｔｅｍｐｏｒａｌ）が動きベクトルの分散値σ（ｓｐ
ａｔｉａｌ）より大きい場合、時間ダイレクトモードの動きベクトル（時間ダイレクトベ
クトル）の信頼性が低いと判断して、空間ダイレクトモードの動きベクトル（空間ダイレ
クトベクトル）を選択する。
【０１００】
　上記実施の形態１では、時間ダイレクトベクトルと空間ダイレクトベクトルを生成し、
いずれか一方のダイレクトベクトルを選択するものについて示したが、その時間ダイレク
トベクトルや空間ダイレクトベクトルの他に、他のベクトルを候補ベクトルとして加え、
それらの候補ベクトルの中からダイレクトベクトルを選択するようにしてもよい。
　例えば、図１７のような空間ベクトルＭＶ＿Ａ，ＭＶ＿Ｂ，ＭＶ＿Ｃや、時間ベクトル
ＭＶ＿１～ＭＶ＿８を候補ベクトルに加えて、これらの空間ベクトルや時間ベクトルから
ダイレクトベクトルを選択するようにしてもよい。
　また、図１８に示すように、複数の符号化済ベクトルから１つのベクトルを生成し、そ
のベクトルを候補ベクトルに加えるようにしてもよい。
　このように、候補ベクトルを増やすことで処理量は増加するが、ダイレクトベクトルの
確度が向上して、符号化効率を向上させることができる。
【０１０１】
　上記実施の形態１では、特に言及していないが、ダイレクトベクトルの候補をスライス
単位に決定するようにしてもよい。
　どのベクトルを候補とするかを示す情報はスライスヘッダに多重する。
　例えば、時間ベクトルに関しては、パンするような映像では時間ベクトルの効果が低い
ため、選択候補から外すようにする一方、カメラが固定な映像では空間ベクトルの効果が
大きいため候補に加えるなどの方法が考えられる。
【０１０２】
　候補となるベクトルが多い方が、より原画像に近い予測画像を生成することができるが
、エンコーダの処理量が増大するため、効果がないベクトルは予め候補からはずしておく
など、映像の局所性を考慮して決定することにより、処理量と符号化効率のバランスを図
ることができる。
　候補となるベクトルの切り替えは、例えば、ベクトル毎にオン／オフのフラグを設け、
そのフラグがオンのベクトルのみを候補とする方法が考えられる。
　選択候補となる動きベクトルは、スライスヘッダで切り替えてもよいし、シーケンスヘ
ッダやピクチャヘッダなど、上位レイヤで切り替えてもよい。また、選択候補となるセッ
トを一つ以上用意して、その候補セットのインデックスを符号化するようにしてもよい。
【０１０３】
　また、マクロブロックや符号化ブロック毎に切り替えてもよい。マクロブロックや符号
化ブロック毎に切り替えることで、局所性を持たせることができ、符号化効率改善の効果
がある。
　また、選択候補はパーティションブロックサイズ毎に一意に決定しておいてもよい。一
般的にブロックサイズが小さくなると空間的な相関が弱くなるため、メディアン予測で決
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定されるベクトルの予測精度が悪くなると考えられる。そのため、例えば、メディアン予
測で決定される動きベクトルを候補から外すことで、符号化効率を落とさずに処理量を減
らすことができる。
【０１０４】
　上記実施の形態１では、時間ダイレクトベクトルと空間ダイレクトベクトルの双方が存
在する場合を想定して説明したが、符号化ブロックＢｎに対して、イントラ符号化処理を
実施している場合などには、動きベクトルが存在しない場合もある。この場合、ゼロベク
トルとする方法や、候補から外すなどの方法が考えられる。
　ゼロベクトルとする場合は、候補が増えるため、符号化効率を向上させることができる
が、処理量が増える。ダイレクトベクトルの候補から外す場合は処理量を減らすことがで
きる。
【０１０５】
　上記実施の形態１では、ダイレクトベクトルを生成するものについて示したが、そのダ
イレクトベクトルを通常の動きベクトルの符号化に使用する予測ベクトルとして使用する
ようにしてもよい。
　ダイレクトベクトルを予測ベクトルとして使用することで、処理量は増加するが、予測
の精度が上がるため、符号化効率を向上させることができる。
【０１０６】
　上記実施の形態１では、符号化ブロックＢｎより時間的に前にある画像と、後にある画
像とを組み合わせて、評価値ＳＡＤを算出する例を示したが（図１５を参照）、図１９に
示すように、時間的に前にある画像のみを組み合わせて、評価値ＳＡＤを算出するように
してもよい。また、時間的に後にある画像のみを組み合わせて、評価値ＳＡＤを算出する
ようにしてもよい。
　この場合、時間ベクトルは、下記の式（９）（１０）で表される。
【０１０７】

　また、ｄは時間的な距離を示し、ｄ０はリスト０の参照画像の時間的距離を示し、ｄ１

はリスト０の参照画像の時間的距離を示すものとする。
　さらに、ｖcolとｄcolは参照画像中で空間的に同じ位置にあるブロックのベクトルと、
そのベクトルが示す参照画像の時間的な距離を示すものとする。
【０１０８】
　２つの参照画像リストが同じ参照画像を示している場合であっても、リストに２枚以上
の参照画像があれば、図１９と同様の方法で適用可能である。
【０１０９】
　上記実施の形態１では、２つの参照画像リストに２枚以上参照画像がある場合を想定し
ているが、実際は参照画像が１枚しかない場合も考えられる。
　この場合、２つの参照画像リストに同じ参照画像がセットされていれば、時間ベクトル
は使用せずに、空間ベクトルのみで判断することが考えられる。違う参照画像がセットさ
れている場合は前述の方式で対応可能である。
【０１１０】
　上記実施の形態１では、２方向からの予測処理を想定しているが、１方向だけの予測処
理でもよい。１方向のベクトルから予測する場合は、どちらのベクトルを使用するかを示
す情報を符号化して伝送する。これにより、オクルージョンなどの問題に対処することが
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可能となり、予測精度の向上に寄与する。
【０１１１】
　上記実施の形態１のダイレクトモードでは、２本のベクトルを用いた予測を想定してい
るが、ベクトルの本数は３本以上であってもよい。
　この場合、例えば、複数のベクトル候補のうち、閾値Ｔｈ以下の評価値ＳＡＤになる候
補の全てを使用して予測画像を生成する方法が考えられる。また、参照画像リストもその
ベクトル分保持している。
　また、閾値Ｔｈ以下の候補の全てを使用するのではなく、スライスヘッダなどに、予め
使用する最大ベクトル数を定めておき、評価値の小さい候補から最大ベクトル数分用いて
予測画像を生成するようにしてもよい。
　一般的に、予測画像に用いる参照画像が多い程、性能が向上することが知られている。
そのため、処理量は増えるが、符号化効率の向上に寄与する。
【０１１２】
　上記実施の形態１では、参照画像間の評価によってベクトルを決定しているが、これは
空間的に隣接する符号化済の画像と参照画像との比較で評価してもよい。
　この場合は、図２０に示すようなＬ字型の画像を用いて行うことが考えられる。
　また、空間的に隣接する画像を用いる場合、パイプライン処理の都合で符号化済みの画
像が間に合わない可能性もある。この場合、代わりに予測画像を用いることが考えられる
。
【０１１３】
　上記実施の形態１では、図９に示すように、符号化ブロックＢｎのサイズがＬｎ＝Ｍｎ

であるものを示したが、符号化ブロックＢｎのサイズがＬｎ≠Ｍｎであってもよい。
　例えば、図２１に示すように、符号化ブロックＢｎのサイズがＬｎ＝ｋＭｎとなる場合
が考えられる。
　次の分割では、（Ｌｎ＋１，Ｍｎ＋１）＝（Ｌｎ，Ｍｎ）となり、以降の分割は、図９
と同様の分割を行ってもよいし、（Ｌｎ＋１，Ｍｎ＋１）＝（Ｌｎ／２，Ｍｎ／２）のよ
うに分割を行ってもよい（図２２を参照）。
　また、図２３に示すように、図２１と図２２の分割のどちらかを選択できるようにして
もよい。選択できるようにした場合は、どちらの分割を選択したかを示すフラグを符号化
する。このケースは、例えば、非特許文献１のＨ．２６４のような１６×１６を１つのブ
ロックとするものを横に連結するだけで可能であるため、既存方式との互換性を維持する
ことができる。
　上記では、符号化ブロックＢｎのサイズがＬｎ＝ｋＭｎとなる場合を示したが、ｋＬｎ

＝Ｍｎのように縦に連結したものであっても、同様の考えで分割が可能であることは言う
までもない。
【０１１４】
　上記実施の形態１では、変換・量子化部７、逆量子化・逆変換部８，５５が予測差分符
号化パラメータに含まれている変換ブロックサイズ単位で変換処理（逆変換処理）を実施
するものを示したが、変換ブロックサイズ単位は、変換処理単位によって一意に決定して
もよいし、図２４に示すように階層構造にしてもよい。この場合、各階層では分割するか
否かを示すフラグを符号化する。
　上記分割は、パーティション単位で行ってもよいし、符号化ブロック単位で行ってもよ
い。
　上記変換は、正方形での変換を仮定しているが、長方形など、他の矩形での変換であっ
てもよい。
【０１１５】
実施の形態３．
　上記実施の形態１では、動き補償予測部５，５４のダイレクトベクトル生成部２３，６
２が、空間ダイレクトベクトルと時間ダイレクトベクトルを生成するものを示したが、そ
の空間ダイレクトベクトルと時間ダイレクトベクトルを生成する際、初期探索点を決定し
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、その初期探索点の周囲を探索することで、ダイレクトベクトルを決定するようにしても
よい。
【０１１６】
　図２５はこの発明の実施の形態３による動画像符号化装置の動き補償予測部５を示す構
成図であり、図において、図２と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略す
る。
　ダイレクトベクトル生成部２５は空間ダイレクトベクトルと時間ダイレクトベクトルを
生成する処理を実施する。
【０１１７】
　図２６は動き補償予測部５を構成しているダイレクトベクトル生成部２５を示す構成図
である。
　図２６において、初期ベクトル生成部３４は符号化済みのブロックの動きベクトルから
初期ベクトルを生成する処理を実施する。
　動きベクトル探索部３５は初期ベクトル生成部３４により生成された初期ベクトルが示
す初期探索点の周囲を探索することで、ダイレクトベクトルを決定する処理を実施する。
【０１１８】
　図２７はダイレクトベクトル生成部２５を構成している初期ベクトル生成部３４を示す
構成図である。
　図２７において、空間ベクトル生成部７１は例えば図３の空間ダイレクトベクトル生成
部３１と同様の方法で、符号化済みのブロックの動きベクトルから空間ベクトルを生成す
る処理を実施する。
　時間ベクトル生成部７２は例えば図３の時間ダイレクトベクトル生成部３２と同様の方
法で、符号化済みのブロックの動きベクトルから時間ベクトルを生成する処理を実施する
。
　初期ベクトル判定部７３は空間ベクトル生成部７１により生成された空間ベクトル又は
時間ベクトル生成部７２により生成された時間ベクトルのいずれか一方を初期ベクトルと
して選択する処理を実施する。
【０１１９】
　図２８は初期ベクトル生成部３４を構成している初期ベクトル判定部７３を示す構成図
である。
　図２８において、動き補償部８１は図４の動き補償部４１と同様の方法で、空間ダイレ
クトモードのリスト０予測画像、空間ダイレクトモードのリスト１予測画像、時間ダイレ
クトモードのリスト０予測画像及び時間ダイレクトモードのリスト１予測画像を生成する
処理を実施する。
【０１２０】
　類似度算出部８２は図４の類似度算出部４２と同様の方法で、空間評価値として、空間
ダイレクトモードのリスト０予測画像とリスト１予測画像の類似度を算出するとともに、
時間評価値として、時間ダイレクトモードのリスト０予測画像とリスト１予測画像の類似
度を算出する処理を実施する。
　初期ベクトル決定部８３は類似度算出部８２により算出された空間評価値と時間評価値
を比較し、その比較結果にしたがって、空間ベクトル又は時間ベクトルを選択する処理を
実施する。
【０１２１】
　図２９はこの発明の実施の形態３による動画像復号装置の動き補償予測部５４を示す構
成図であり、図において、図６と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略す
る。
　ダイレクトベクトル生成部６４は空間ダイレクトベクトルと時間ダイレクトベクトルを
生成する処理を実施する。
　なお、ダイレクトベクトル生成部６４の内部構成は、図２５のダイレクトベクトル生成
部２５と同じである。
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【０１２２】
　次に動作について説明する。
　上記実施の形態１と比較して、動き補償予測部５，５４のダイレクトベクトル生成部２
３，６２が、ダイレクトベクトル生成部２５，６４に代えられている点以外は同じである
ため、ダイレクトベクトル生成部２５，６４の処理内容のみを説明する。
　ただし、ダイレクトベクトル生成部２５，６４の処理内容は同じであるため、ダイレク
トベクトル生成部２５の処理内容を説明する。
【０１２３】
　ダイレクトベクトル生成部２５の初期ベクトル生成部３４は、符号化済みのブロックの
動きベクトルから初期ベクトルＭＶ＿ｆｉｒｓｔを生成する。
　即ち、初期ベクトル生成部３４の空間ベクトル生成部７１は、例えば、図３の空間ダイ
レクトベクトル生成部３１と同様の方法で、符号化済みのブロックの動きベクトルから空
間ベクトルを生成する。ただし、他の方法で空間ベクトルを生成するようにしてもよい。
　初期ベクトル生成部３４の時間ベクトル生成部７２は、例えば、図３の時間ダイレクト
ベクトル生成部３２と同様の方法で、符号化済みのブロックの動きベクトルから時間ベク
トルを生成する。ただし、他の方法で時間ベクトルを生成するようにしてもよい。
【０１２４】
　初期ベクトル生成部３４の初期ベクトル判定部７３は、空間ベクトル生成部７１が空間
ベクトルを生成し、時間ベクトル生成部７２が時間ベクトルを生成すると、その空間ベク
トル又は時間ベクトルの中から、いずれか一方のベクトルを初期ベクトルＭＶ＿ｆｉｒｓ
ｔとして選択する。
　即ち、初期ベクトル判定部７３の動き補償部８１は、図４の動き補償部４１と同様の方
法で、空間ダイレクトモードのリスト０予測画像、空間ダイレクトモードのリスト１予測
画像、時間ダイレクトモードのリスト０予測画像及び時間ダイレクトモードのリスト１予
測画像を生成する。
【０１２５】
　初期ベクトル判定部７３の類似度算出部８２は、図４の類似度算出部４２と同様の方法
で、空間評価値として、空間ダイレクトモードのリスト０予測画像とリスト１予測画像の
類似度を算出するとともに、時間評価値として、時間ダイレクトモードのリスト０予測画
像とリスト１予測画像の類似度を算出する。
　初期ベクトル判定部７３の初期ベクトル決定部８３は、類似度算出部８２により算出さ
れた空間評価値と時間評価値の比較結果を参照することで、空間ベクトル又は時間ベクト
ルのうち、予測画像間の類似度が高い方のベクトルを選択する。
【０１２６】
　ダイレクトベクトル生成部２５の動きベクトル探索部３５は、初期ベクトル生成部３４
が初期ベクトルＭＶ＿ｆｉｒｓｔを生成すると、図３０に示すように、その初期ベクトル
ＭＶ＿ｆｉｒｓｔが示す初期探索点（ブロック）を中心に、その周り±ｎの範囲を探索す
ることで、ダイレクトベクトルを決定する。
　探索の際の評価は、例えば、図２８の類似度算出部８２と同等の処理を行うようにして
もよい。この場合、初期ベクトルが示す位置をｖとすると、下記の式（１１）のように、
探索の評価値ＳＡＤを算出する。

　ただし、探索範囲ｎは固定でもよいし、スライスヘッダなど上位ヘッダで決定してもよ
い。また、探索点の分布範囲（探索範囲）を正方形と仮定しているが、矩形でもよいし、
ひし形などでもよい。
【０１２７】
　動きベクトル探索部３５は、探索の評価値ＳＡＤを算出すると、探索範囲内において、
評価値ＳＡＤが最も小さい動きベクトルをダイレクトベクトルとして動き補償処理部２４
に出力する。
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【０１２８】
　この実施の形態３では、時間ベクトルと空間ベクトルを生成し、いずれか一方のベクト
ルを初期ベクトルとして選択するものについて示したが、その時間ベクトルや空間ベクト
ルの他に、他のベクトルを候補ベクトルとして加え、それらの候補ベクトルの中から初期
ベクトルを選択するようにしてもよい。
　例えば、図１７のような空間ベクトルＭＶ＿Ａ，ＭＶ＿Ｂ，ＭＶ＿Ｃや、時間ベクトル
ＭＶ＿１～ＭＶ＿８を候補ベクトルに加えて、これらの空間ベクトルや時間ベクトルから
初期ベクトルを選択するようにしてもよい。
　また、図１８に示すように、複数の符号化済ベクトルから１つのベクトルを生成し、そ
のベクトルを候補ベクトルに加えるようにしてもよい。
　このように、候補ベクトルを増やすことで処理量は増加するが、初期ベクトルの確度が
向上して、符号化効率を向上させることができる。
【０１２９】
　この実施の形態３では、ダイレクトベクトルの候補をスライス単位に決定するようにし
てもよい。
　どのベクトルを候補とするか示す情報はスライスヘッダに多重する。
　例えば、時間ベクトルに関しては、パンするような映像では時間ベクトルの効果が低い
ため、選択候補から外すようにする一方、カメラが固定な映像では時間ベクトルの効果が
大きいため候補に加えるなどの方法が考えられる。
【０１３０】
　候補となるベクトルが多い方が、より原画像に近い予測画像を生成することができるが
、エンコーダの処理量が増大するため、効果がないベクトルは予め候補からはずしておく
など、映像の局所性を考慮して決定することにより、処理量と符号化効率のバランスを図
ることができる。
　候補となるベクトルの切り替えは、例えば、ベクトル毎にオン／オフのフラグを設け、
そのフラグがオンのベクトルのみを候補とする方法が考えられる。
　選択候補となる動きベクトルは、スライスヘッダで切り替えてもよいし、シーケンスヘ
ッダやピクチャヘッダなど、上位レイヤで切り替えてもよい。また、選択候補となるセッ
トを一つ以上用意して、その候補セットのインデックスを符号化するようにしてもよい。
【０１３１】
　また、マクロブロックや符号化ブロック毎に切り替えてもよい。マクロブロックや符号
化ブロック毎に切り替えることで、局所性を持たせることができ、符号化効率改善の効果
がある。
　また、選択候補はパーティションブロックサイズ毎に一意に決定しておいてもよい。一
般的にブロックサイズが小さくなると空間的な相関が弱くなるため、メディアン予測で決
定されるベクトルの予測精度が悪くなると考えられる。そのため、例えば、メディアン予
測で決定される動きベクトルを候補から外すことで、符号化効率を落とさずに処理量を減
らすことができる。
【０１３２】
　この実施の形態３では、時間ベクトルと空間ベクトルの双方が存在する場合を想定して
説明したが、符号化ブロックＢｎに対して、イントラ符号化処理を実施している場合など
には、動きベクトルが存在しない場合もある。この場合、ゼロベクトルとする方法や、候
補から外すなどの方法が考えられる。
　ゼロベクトルとする場合は、候補が増えるため、符号化効率を向上させることができる
が処理量が増える。ダイレクトベクトルの候補から外す場合は処理量を減らすことができ
る。
【０１３３】
　この実施の形態３では、ダイレクトベクトルを生成するものについて示したが、そのダ
イレクトベクトルを通常の動きベクトルの符号化に使用する予測ベクトルとして使用する
ようにしてもよい。
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　ダイレクトベクトルを予測ベクトルとして使用することで、処理量は増加するが、予測
の精度が上がるため、符号化効率を向上させることができる。
【０１３４】
　この実施の形態３では、符号化ブロックＢｎより時間的に前にある画像と、後にある画
像とを組み合わせて、評価値ＳＡＤを算出する例を示したが（図１５を参照）、図１９に
示すように、時間的に前にある画像のみを組み合わせて、評価値ＳＡＤを算出するように
してもよい。また、時間的に後にある画像のみを組み合わせて、評価値ＳＡＤを算出する
ようにしてもよい。
　この場合、時間ベクトルは、下記の式（１２）（１３）で表される。
【０１３５】

　また、ｄは時間的な距離を示し、ｄ０はリスト０の参照画像の時間的距離を示し、ｄ１

はリスト０の参照画像の時間的距離を示すものとする。
　さらに、ｖcolとｄcolは参照画像中で空間的に同じ位置にあるブロックのベクトルと、
そのベクトルが示す参照画像の時間的な距離を示すものとする。
【０１３６】
　２つの参照画像リストが同じ参照画像を示している場合であっても、図１９と同様の方
法で適用可能である。
【０１３７】
　この実施の形態３では、２つの参照画像リストに２枚以上参照画像がある場合を想定し
ているが、実際は参照画像が１枚しかない場合も考えられる。
　この場合、２つの参照画像リストに同じ参照画像がセットされていれば、時間ベクトル
は使用せずに、空間ベクトルのみで判断することが考えられる。違う参照画像がセットさ
れている場合は前述の方式で対応可能である。
【０１３８】
　この実施の形態３では、２方向からの予測処理を想定しているが、１方向だけの予測処
理でもよい。１方向のベクトルから予測する場合は、どちらのベクトルを使用するか示す
情報を符号化して伝送する。これにより、オクルージョンなどの問題に対処することが可
能となり、予測精度の向上に寄与する。
【０１３９】
　この実施の形態３では、２本のベクトルを用いた予測を想定しているが、ベクトルの本
数は３本以上であってもよい。
　この場合、例えば、複数のベクトル候補のうち、閾値Ｔｈ以下の評価値ＳＡＤになる候
補の全てを使用して予測画像を生成する方法が考えられる。
　また、閾値Ｔｈ以下の候補の全てを使用するのではなく、スライスヘッダなどに、予め
使用する最大ベクトル数を定めておき、評価値の小さい候補から最大ベクトル数分用いて
予測画像を生成するようにしてもよい。
【０１４０】
　この実施の形態３では、参照画像間の評価によってベクトルを決定しているが、これは
空間的に隣接する符号化済の画像と参照画像との比較で評価してもよい。
　この場合は、図２０に示すようなＬ字型の画像を用いて行うことが考えられる。
　また、空間的に隣接する画像を用いる場合、パイプライン処理の都合で符号化済みの画
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像が間に合わない可能性もある。この場合、代わりに予測画像を用いることが考えられる
。
【０１４１】
　この実施の形態３では、初期ベクトルを決定してから、動きベクトルの探索を行ってい
るが、動きベクトルの探索を行うか否かをスライス単位でフラグを用いて決定するように
してもよい。
　この場合、符号化効率が落ちるが、処理量を大きく削減することができる効果がある。
　ただし、フラグはスライス単位でもよいし、シーケンスやピクチャなどの上位レイヤで
決定してもよい。フラグがオフであって、動き探索を行わない場合は、上記実施の形態１
と同等の動作を行う。
【０１４２】
　この実施の形態３では、ダイレクトベクトル生成部２５，６４が、ブロックサイズによ
らずに行うことを想定しているが、この処理は所定のサイズ以下の場合のみに制限しても
よい。
　所定のサイズ以下に制限するか否かを示すフラグや、どのブロックサイズ以下にするか
を示す情報は、スライスなど上位ヘッダに多重してもよいし、最大ＣＵサイズに応じて変
化させてもよい。
　ブロックサイズが小さくなると、参照画像間の相関が低くなり、誤差が大きくなる傾向
にある。そのため、どちらのベクトルを選択しても、あまり性能に影響がでないケースも
多く、大きなブロックサイズでの処理をオフにすることで、符号化性能を落とすことなく
処理量を減らす効果がある。
【０１４３】
実施の形態４．
　上記実施の形態１では、動き補償予測部５，５４が、符号化ブロックの周囲に位置して
いる符号化済みブロック（復号済みブロック）の動きベクトルから空間ダイレクトモード
の空間ダイレクトベクトルを生成するとともに、当該符号化ブロックが参照可能な符号化
済みピクチャ（復号済みピクチャ）の動きベクトルから時間ダイレクトモードの時間ダイ
レクトベクトルを生成し、その空間ダイレクトベクトル又は時間ダイレクトベクトルの中
から、参照画像間の相関が高くなる方のダイレクトベクトルを選択するものについて示し
たが、動画像符号化装置の動き補償予測部５では、選択可能な１以上の動きベクトルの中
から、予測画像の生成に適する動きベクトルを選択し、その動きベクトルを用いて、符号
化ブロックに対する動き補償予測処理を実施して予測画像を生成するとともに、その動き
ベクトルを示すインデックス情報を可変長符号化部１３に出力するようにしてもよい。
　一方、動画像復号装置の動き補償予測部５４では、ビットストリームに多重化されてい
るインデックス情報が示す動きベクトルを用いて、符号化ブロックに対する動き補償予測
処理を実施して予測画像を生成するようにしてもよい。
【０１４４】
　図３１はこの発明の実施の形態４による動画像符号化装置の動き補償予測部５を示す構
成図であり、図において、図２と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略す
る。
　ダイレクトベクトル生成部２６は選択可能な動きベクトルと、その動きベクトルを示す
インデックス情報とが記述されているダイレクトベクトル候補インデックスを参照して、
選択可能な１以上の動きベクトルの中から、予測画像の生成に適する動きベクトルを選択
し、その動きベクトルをダイレクトベクトルとして動き補償処理部２４に出力するととも
に、その動きベクトルを示すインデックス情報を可変長符号化部１３に出力する処理を実
施する。
　なお、可変長符号化部１３は圧縮データや符号化モード等を可変長符号化する際、その
インデックス情報をインター予測パラメータに含めて可変長符号化する。
【０１４５】
　図３２はこの発明の実施の形態４による動画像復号装置の動き補償予測部５４を示す構
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成図であり、図において、図６と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略す
る。
　ダイレクトベクトル生成部６５は選択可能な動きベクトルと、その動きベクトルを示す
インデックス情報とが記述されているダイレクトベクトル候補インデックスを入力し、そ
のダイレクトベクトル候補インデックスから、インター予測パラメータに含まれているイ
ンデックス情報が示す動きベクトルを読み出し、その動きベクトルをダイレクトベクトル
として動き補償処理部６３に出力する処理を実施する。
【０１４６】
　次に動作について説明する。
　上記実施の形態１と比較して、動き補償予測部５，５４のダイレクトベクトル生成部２
３，６２が、ダイレクトベクトル生成部２６，６５に代えられている点以外は同じである
ため、ダイレクトベクトル生成部２６，６５の処理内容のみを説明する。
【０１４７】
　動き補償予測部５のダイレクトベクトル生成部２６は、符号化モードｍ（Ｂｎ）がダイ
レクトモードである場合、符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎ毎に、ダイレクト
ベクトルを生成する。
　即ち、ダイレクトベクトル生成部２６は、図３３に示すようなダイレクトベクトル候補
インデックスを参照して、選択可能な１以上の動きベクトルの中から、予測画像の生成に
適する動きベクトルを選択する。
　図３３の例では、５個の動きベクトルが選択可能な動きベクトルとして列挙されている
が、空間予測では、「ｍｅｄｉａｎ」が一番多く選ばれるため、「ｍｅｄｉａｎ」にイン
デックス０が割り当てられている。
【０１４８】
　ダイレクトベクトル生成部２６は、予測画像の生成に適する動きベクトルを選択する際
、下記の式（１４）に示すように、選択可能な動きベクトルから得られる予測画像と原画
像の歪と、選択可能な動きベクトルのインデックス符号量とからコストＲを算出し、複数
の動きベクトルの中で、コストＲが最小の動きベクトルを選択する。

【０１４９】
　ダイレクトベクトル生成部２６は、コストＲが最小の動きベクトルを選択すると、その
動きベクトルをダイレクトベクトルとして動き補償処理部２４に出力するとともに、その
動きベクトルを示すインデックス情報を可変長符号化部１３に出力する。
　例えば、コストＲが最小の動きベクトルとして「ｍｅｄｉａｎ」を選択していれば、イ
ンデックス０を可変長符号化部１３に出力し、「ＭＶ＿Ａ」を選択していれば、インデッ
クス１を可変長符号化部１３に出力する。
　可変長符号化部１３は、ダイレクトベクトル生成部２６からインデックス情報を受ける
と、圧縮データや符号化モード等を可変長符号化する際、そのインデックス情報をインタ
ー予測パラメータに含めて可変長符号化する。
【０１５０】
　動き補償予測部５４のダイレクトベクトル生成部６５は、符号化モードｍ（Ｂｎ）がダ
イレクトモードである場合、符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎ毎に、ダイレク
トベクトルを生成する。
　即ち、ダイレクトベクトル生成部６５は、図３１のダイレクトベクトル生成部２６と同
じダイレクトベクトル候補インデックスを入力しており（例えば、図３３のダイレクトベ
クトル候補インデックス）、切替スイッチ６１からインデックス情報を含むインター予測
パラメータを受けると、そのダイレクトベクトル候補インデックスから、そのインデック
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ス情報が示す動きベクトルを読み出し、その動きベクトルをダイレクトベクトルとして動
き補償処理部６３に出力する。
　例えば、インデックス情報がインデックス０であれば、ダイレクトベクトルとして「ｍ
ｅｄｉａｎ」を出力し、インデックス情報がインデックス１であれば、ダイレクトベクト
ルとして「ＭＶ＿Ａ」を出力する。
【０１５１】
　以上で明らかなように、この実施の形態４によれば、選択可能な１以上の動きベクトル
の中から、予測画像の生成に適する動きベクトルを選択し、その動きベクトルを用いて、
符号化ブロックに対する動き補償予測処理を実施して予測画像を生成するとともに、その
動きベクトルを示すインデックス情報を可変長符号化部１３に出力するように構成したの
で、上記実施の形態１と同様に、所定のブロック単位に最適なダイレクトモードを選択し
て、符号量を削減することができる効果を奏する。
【０１５２】
　この実施の形態４では、選択可能な位置にある動きベクトルが存在する場合を想定して
説明したが、符号化ブロックＢｎに対して、イントラ符号化処理を実施している場合など
には、動きベクトルが存在しない場合もある。この場合、ゼロベクトルとする方法や、候
補から外すなどの方法が考えられる。
　ゼロベクトルとする場合は、候補が増えるため、符号化効率を向上させることができる
が、処理量が増える。ダイレクトベクトルの候補から外す場合は処理量を減らすことがで
きる。
【０１５３】
　この実施の形態４では、ダイレクトベクトルを生成するものについて示したが、そのベ
クトルを通常の動きベクトルの符号化に使用する予測ベクトルとして使用するようにして
もよい。
　予測ベクトルとして使用することで、処理量は増加するが、予測の精度が上がるため、
符号化効率を向上させることができる。
【０１５４】
　この実施の形態４では、選択可能な動きベクトルの候補が固定されているが、選択可能
な動きベクトルの候補をスライス単位に決定するようにしてもよい。
　どのベクトルを候補とするか示す情報はスライスヘッダに多重する。
　例えば、時間ベクトルに関しては、パンするような映像では時間ベクトルの効果が低い
ため、選択候補から外すようにする一方、カメラが固定な映像では時間ベクトルの効果が
大きいため候補に加えるなどの方法が考えられる。
【０１５５】
　候補となるベクトルが多い方が、より原画像に近い予測画像を生成することができるが
、エンコーダの処理量が増大するため、効果がないベクトルは予め候補からはずしておく
など、映像の局所性を考慮して決定することにより、処理量と符号化効率のバランスを図
ることができる。
　候補となるベクトルの切り替えは、例えば、ベクトル毎にオン／オフのフラグを設け、
そのフラグがオンのベクトルのみを候補とする方法が考えられる。
　選択候補となる動きベクトルは、スライスヘッダで切り替えてもよいし、シーケンスヘ
ッダやピクチャヘッダなど、上位レイヤで切り替えてもよい。また、選択候補となるセッ
トを一つ以上用意して、その候補セットのインデックスを符号化するようにしてもよい。
　また、マクロブロックや符号化ブロック毎に切り替えてもよい。マクロブロックや符号
化ブロック毎に切り替えることで、局所性を持たせることができ、符号化効率の改善が図
られる。
【０１５６】
　この実施の形態４では、インデックスの順序を固定にしているが、インデックスの順序
をスライス単位で変更するようにしてもよい。スライスによって選択されるベクトルに偏
りがある場合、選択回数が多いベクトルに対して短い符号を割り当てるようにインデック
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ス表を切り替えることで、符号化効率の向上が図られる。
　切り替え情報の符号化は、個々のベクトルに対して、それぞれ順序を符号化してもよい
し、複数のインデックスセットを用意し、どのインデックスセットを用いるかを示す情報
を符号化するようにしてもよい。
　また、デフォルト設定のみを決めておき、デフォルト設定と違う設定を使用するか否か
を示すフラグを用意し、そのフラグがオンである場合に限り、インデックスセットを更新
して設定を切り替える方法も考えられる。
【０１５７】
　ここでは、スライス単位でインデックスの順序を切り替える例を示しているが、インデ
ックスの順序をシーケンスやピクチャなど上位レイヤで決定してもよいことは言うまでも
ない。
　また、パーティションブロックや符号化ブロック毎に切り替えてもよい。マクロブロッ
クや符号化ブロック毎に切り替えることで、局所性を持たせることができ、符号化効率の
改善が図られる。
【０１５８】
　また、選択候補は、パーティションブロックサイズ毎に一意に決定しておいてもよい。
一般的にブロックサイズが小さくなると空間的な相関が弱くなるため、メディアン予測で
決定されるベクトルの予測精度が悪くなると考えられる。そのため、メディアン予測で決
定されるインデックスの順序を変更することで、符号化効率の向上を図ることができる。
【０１５９】
　この実施の形態４では、選択可能な動きベクトルが５個用意されているダイレクトベク
トル候補インデックスを示したが、６個以上の動きベクトルを候補ベクトルとして用意す
るようにしてもよいし、５個より少ない動きベクトルを候補ベクトルとして用意してもよ
い。
　例えば、図１７に示すように、時間ベクトルの近傍のベクトルや、図１８に示すように
、周囲のベクトルの重み付け加算が行われたベクトルを候補ベクトルとして加えてもよい
。
【０１６０】
　この実施の形態４では、２方向からの予測処理を想定しているが、１方向だけの予測処
理でもよい。１方向のベクトルから予測する場合は、どちらのベクトルを使用するかを示
す情報を符号化して伝送する。これにより、オクルージョンなどの問題に対処することが
可能となり、予測精度の向上に寄与する。
【０１６１】
　この実施の形態４では、２本のベクトルを用いる両方向予測を想定しているが、ベクト
ルの本数は３本以上であってもよい。この場合、例えば、選択した全てのベクトルを示す
インデックス情報を符号化してもよいし、逆に選択しないベクトルを示すインデックス情
報を符号化してもよい。
　あるいは、図３４に示すように、１本のベクトルのインデックス情報だけを符号化し、
そのベクトルが示す参照画像に近い画像を用いる方法が考えられる。
【０１６２】
　この実施の形態４では、複数の動きベクトルの中で、コストＲが最小の動きベクトルを
選択するものを示したが、下記の式（１５）に示すように、評価値ＳＡＤｋを算出して、
その評価値ＳＡＤｋが閾値Ｔｈ以下である動きベクトルを選択するようにしてもよい。

　ただし、ｆｉｎｄｅｘはインデックス情報を符号化しているベクトルが示す参照画像、
ｇｋはベクトルＭＶ＿ｋが示す参照画像を表している。
【０１６３】
　ここでは、評価値ＳＡＤｋを用いる例を示しているが、例えば、ＳＳＥなどの別の手法
で評価するようにしてもよいことは言うまでもない。
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【０１６４】
　使用するベクトルの本数を示す情報はスライス単位など上位ヘッダに多重するようにし
てもよい。ベクトルの本数が増えると、符号化効率は向上するが、処理量が増えるため、
トレードオフの関係にある。
　また、スライス単位ではなく、符号化ブロックやパーティションなどより細かい単位で
設定するようにしてもよい。この場合、画像の局所性に応じて処理量と符号化効率のバラ
ンスを図ることができる。
【０１６５】
　この実施の形態４では、複数の選択可能な動きベクトルの中から、予測画像の生成に適
する動きベクトルを選択するものを示したが、上記実施の形態３のように、複数の選択可
能な動きベクトルの中から、初期ベクトルとして使用する動きベクトルを選択してから、
その初期ベクトルの周囲を探索することで、最終的な動きベクトルを決定するようにして
もよい。この場合のダイレクトベクトル生成部２６の構成は図３５のようになる。
　図３５の初期ベクトル生成部３６は、図２６の初期ベクトル生成部３４に相当する。
【０１６６】
実施の形態５．
　この実施の形態５の動き補償予測部５，５４は、上記実施の形態１（または、実施の形
態２，３）の機能と、上記実施の形態４の機能とを有し、上記実施の形態１（または、実
施の形態２，３）の機能と上記実施の形態４の機能をスライス単位で切り替えることが可
能であり、いずれかの機能を使用して、予測画像を生成することができる。
【０１６７】
　図３６はこの発明の実施の形態５による動画像符号化装置の動き補償予測部５を示す構
成図であり、図において、図３１と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略
する。
　ダイレクトベクトル生成部２７はダイレクトモード切替フラグが、インデックス情報を
送信しない旨を示す場合、図２のダイレクトベクトル生成部２３（または、図２５のダイ
レクトベクトル生成部２５）と同様の方法で、ダイレクトベクトルを生成する一方、ダイ
レクトモード切替フラグが、インデックス情報を送信する旨を示す場合、図３１のダイレ
クトベクトル生成部２６と同様の方法で、ダイレクトベクトルを生成するとともに、その
ダイレクトベクトルを示すインデックス情報を可変長符号化部１３に出力する処理を実施
する。
　また、ダイレクトベクトル生成部２７はダイレクトモード切替フラグを可変長符号化部
１３に出力する処理を実施する。
【０１６８】
　図３７は動き補償予測部５を構成しているダイレクトベクトル生成部２７を示す構成図
である。
　図３７において、切替スイッチ９１はダイレクトモード切替フラグが、インデックス情
報を送信しない旨を示す場合、符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎを図２のダイ
レクトベクトル生成部２３（または、図２５のダイレクトベクトル生成部２５）に相当す
る部分に出力し、インデックス情報を送信する旨を示す場合、符号化ブロックＢｎのパー
ティションＰｉ

ｎを図３１のダイレクトベクトル生成部２６に相当する部分に出力する処
理を実施する。
【０１６９】
　図３８はこの発明の実施の形態５による動画像復号装置の動き補償予測部５４を示す構
成図であり、図において、図３２と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略
する。
　ダイレクトベクトル生成部６６はインター予測パラメータに含まれているダイレクトモ
ード切替フラグが、インデックス情報を送信しない旨を示す場合、図６のダイレクトベク
トル生成部６２（または、図２９のダイレクトベクトル生成部６４）と同様の方法で、ダ
イレクトベクトルを生成する一方、ダイレクトモード切替フラグが、インデックス情報を
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送信する旨を示す場合、図３２のダイレクトベクトル生成部６５と同様の方法で、ダイレ
クトベクトルを生成する処理を実施する。
【０１７０】
　次に動作について説明する。
　動き補償予測部５のダイレクトベクトル生成部２７は、図２のダイレクトベクトル生成
部２３（または、図２５のダイレクトベクトル生成部２５）の機能と、図３１のダイレク
トベクトル生成部２６の機能とを有しており、外部から入力されたダイレクトモード切替
フラグが、インデックス情報を送信しない旨を示す場合、図２のダイレクトベクトル生成
部２３（または、図２５のダイレクトベクトル生成部２５）と同様の方法で、ダイレクト
ベクトルを生成し、そのダイレクトベクトルを動き補償処理部２４に出力する。
　また、ダイレクトベクトル生成部２７は、そのダイレクトモード切替フラグを可変長符
号化部１３に出力する。
【０１７１】
　ダイレクトベクトル生成部２７は、そのダイレクトモード切替フラグが、インデックス
情報を送信する旨を示す場合、図３２のダイレクトベクトル生成部６５と同様の方法で、
ダイレクトベクトルを生成し、そのダイレクトベクトルを動き補償処理部２４に出力する
。
　また、ダイレクトベクトル生成部２７は、そのダイレクトモード切替フラグとインデッ
クス情報を可変長符号化部１３に出力する。
【０１７２】
　可変長符号化部１３は、ダイレクトベクトル生成部２７からダイレクトモード切替フラ
グを受けると、圧縮データや符号化モード等を可変長符号化する際、そのダイレクトモー
ド切替フラグをインター予測パラメータに含めて可変長符号化する。
　また、可変長符号化部１３は、ダイレクトベクトル生成部２７からダイレクトモード切
替フラグとインデックス情報を受けると、圧縮データや符号化モード等を可変長符号化す
る際、そのダイレクトモード切替フラグとインデックス情報をインター予測パラメータに
含めて可変長符号化する。
【０１７３】
　動き補償予測部５４のダイレクトベクトル生成部６６は、可変長復号部５１により復号
されたインター予測パラメータを受けると、そのインター予測パラメータに含まれている
ダイレクトモード切替フラグが、インデックス情報を送信しない旨を示す場合、図６のダ
イレクトベクトル生成部６２（または、図２９のダイレクトベクトル生成部６４）と同様
の方法で、ダイレクトベクトルを生成する。
　一方、ダイレクトモード切替フラグが、インデックス情報を送信する旨を示す場合、図
３２のダイレクトベクトル生成部６５と同様の方法で、ダイレクトベクトルを生成する。
【０１７４】
　一般的に、インデックス情報を送信するモードは、インデックス情報を送信しないモー
ドと比べて付加情報が増える。そのため、低レートなど全符号量の中で付加情報の割合が
大きい場合には、インデックス情報を送信しないモードの方が性能がよい。
　一方、高レートの場合など全符号量の中で付加情報の割合が小さい場合には、インデッ
クス情報を付加して最適なダイレクトベクトルを使用する方が、符号化効率の向上が見込
まれる。
【０１７５】
　この実施の形態５では、ダイレクトモード切替フラグがインター予測パラメータに含ま
れるものを示したが、ダイレクトモード切替フラグがスライスヘッダに多重されてもよい
し、ピクチャやシーケンスヘッダに多重されてもよい。
【０１７６】
　また、切り替えはパーティションサイズによって決定することも考えられる。
　一般的にパーティションサイズが大きくなると、動きベクトルなどの付加情報の割合が
相対的に小さくなる。そのため、ある一定以上の大きさの場合は、インデックス情報を送
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信するモードを選択し、それより小さい場合は、インデックス情報を送信しないモードを
選択するなどの構成が考えられる。
　上記のように、パーティションによって決定する場合、符号化ブロックサイズ毎に、ど
ちらを使用するかを示すフラグをスライスヘッダなど上位ヘッダに多重するようにしても
よい。
【０１７７】
　この実施の形態４では、ダイレクトモード切替フラグによって、上記実施の形態１の機
能と上記実施の形態４の機能を切り替えるものを示したが、上記実施の形態２の機能と上
記実施の形態４の機能を切り替えるようにしてもよいし、上記実施の形態３の機能と上記
実施の形態４の機能を切り替えるようにしてもよい。
　また、上記実施の形態１の機能と上記実施の形態２の機能を切り替えるようにしてもよ
いし、上記実施の形態１の機能と上記実施の形態３の機能を切り替えるようにしてもよい
し、上記実施の形態２の機能と上記実施の形態３の機能を切り替えるようにしてもよい。
　また、上記実施の形態１～４の機能の中から、任意の機能を選択するようにしてもよい
。
【０１７８】
　この実施の形態５では、ダイレクトモード切替フラグによって、上記実施の形態１の機
能と上記実施の形態４の機能を切り替えるものを示したが、これは切り替えるのではなく
ｏｎ／ｏｆｆのフラグとして用いてもよい。例えば、実施の形態１を使用するかどうかの
ｏｎ／ｏｆｆフラグとし、ｏｎの場合は実施の形態１と実施の形態４をどちらも行い、符
号化効率の良い方のモードを選択し、その情報を符号化することが考えられる。このよう
にすることで画像の局所性に応じてダイレクトモードを切り替えることができ、符号化効
率の向上に寄与する効果を奏する。
【０１７９】
　上記では実施の形態１をｏｎ／ｏｆｆするとしたが、これは実施の形態４をｏｎ／ｏｆ
ｆしてもよい。また、組み合わせは実施の形態２と４、実施の形態３と４の組み合わせで
もよい。
【０１８０】
　この実施の形態５では、複数の選択可能な動きベクトルの中から、予測画像の生成に適
する動きベクトルを選択するものを示したが、上記実施の形態３のように、複数の選択可
能な動きベクトルの中から、初期ベクトルとして使用する動きベクトルを選択してから、
その初期ベクトルの周囲を探索することで、最終的な動きベクトルを決定するようにして
もよい。この場合のダイレクトベクトル生成部２７の構成は図３９のようになる。
　図３９の初期ベクトル生成部３７は、図２６の初期ベクトル生成部３４に相当する。
【０１８１】
　例えば、最大サイズを決定するとともに、最大サイズの符号化ブロックが階層的に分割
される際の上限の階層数を決定し、利用可能な１以上の符号化モードの中から、階層的に
分割される各々の符号化ブロックに適する符号化モードを選択すると書いたが、最大サイ
ズあるいは階層数、符号化モードのいずれかもしくは全てをあらかじめ事前に決定してお
いてもよい。
【０１８２】
実施の形態６．
　上記実施の形態４では、動画像符号化装置における動き補償予測部５のダイレクトベク
トル生成部２６が、図３３に示すようなダイレクトベクトル候補インデックスを参照して
、選択可能な１以上の動きベクトルを把握するものを示したが、符号化制御部１が、符号
化ブロックのブロックサイズに応じて、選択可能な１以上の動きベクトルリストを生成し
、選択可能な１以上の動きベクトルを示すダイレクトベクトル候補リストとダイレクトベ
クトル候補インデックスを参照することで、ダイレクトモードベクトルを決定してもよい
。
　具体的には、以下の通りである。
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【０１８３】
　上述したように、選択可能な１以上の動きベクトルは、例えば、パーティションのブロ
ックサイズ毎に一意に決定することができるが、図４０に示すように、符号化ブロックで
あるパーティションのブロックサイズが大きい場合、周囲のブロックとの相関が高く、逆
にパーティションのブロックサイズが小さい場合、周囲のブロックとの相関が低い。
　したがって、パーティションのブロックサイズが小さい程、選択可能な動きベクトルの
候補数を減らすことができる。
【０１８４】
　そこで、符号化制御部１は、図４１に示すように、予め、符号化ブロックであるパーテ
ィションのブロックサイズ毎に、選択可能な１以上の動きベクトルをリスト化している。
　図４１から明らかなように、パーティションのブロックサイズが小さい程、選択可能な
動きベクトルの候補数を減らしており、例えば、ブロックサイズが「６４」のパーティシ
ョンでは、選択可能な動きベクトルの個数が「４」であるが、ブロックサイズが「８」の
パーティションでは、選択可能な動きベクトルの個数が「２」である。
　図４２における「ｍｅｄｉａｎ」、「ＭＶ＿Ａ」、「ＭＶ＿Ｂ」、「ＭＶ＿Ｃ」、「ｔ
ｅｍｐｏｒａｌ」は、図３３における「ｍｅｄｉａｎ」、「ＭＶ＿Ａ」、「ＭＶ＿Ｂ」、
「ＭＶ＿Ｃ」、「ｔｅｍｐｏｒａｌ」と対応している。
【０１８５】
　符号化制御部１は、選択可能な１以上の動きベクトルを決定する際、例えば、図４１の
リストを参照して、符号化対象であるパーティションのブロックサイズに対応する１以上
の動きベクトルを特定し、その１以上の動きベクトルを示すダイレクトベクトル候補リス
トを動き補償予測部５に出力する。
　例えば、パーティションのブロックサイズが「６４」である場合、選択可能な１以上の
動きベクトルとして、「ＭＶ＿Ａ」、「ＭＶ＿Ｂ」、「ＭＶ＿Ｃ」、「ｔｅｍｐｏｒａｌ
」を決定する。
　また、パーティションのブロックサイズが「８」である場合、選択可能な１以上の動き
ベクトルとして、「ｍｅｄｉａｎ」、「ｔｅｍｐｏｒａｌ」を決定する。
【０１８６】
　動き補償予測部５のダイレクトベクトル生成部２６は、符号化制御部１からダイレクト
ベクトル候補リストを受けると、上記実施の形態４と同様に、そのダイレクトベクトル候
補リストが示す１以上の動きベクトルの中から、予測画像の生成に適する動きベクトルを
選択するが、パーティションのブロックサイズが小さい場合、選択可能な動きベクトルの
候補数が少ないため、例えば、上記の式（１５）に示すような評価値ＳＡＤｋの算出数な
どが減り、動き補償予測部５の処理負荷が軽減される。
【０１８７】
　このように、動画像符号化装置の符号化制御部１が、選択可能な１以上の動きベクトル
を決定する場合、動画像復号装置においても、動画像符号化装置と全く同じ選択可能な１
以上のダイレクトベクトル候補リストを持つ必要がある。
　動画像復号装置の可変長復号部５１は、符号化モードｍ（Ｂｎ）がダイレクトモードで
ある場合、符号化ブロックＢｎのパーティションＰｉ

ｎ毎に、そのパーティションのブロ
ックサイズを動き補償予測部５４に出力するとともに、ビットストリームから可変長復号
したインデックス情報（動画像符号化装置の動き補償予測部５で使用された動きベクトル
を示す情報）を動き補償予測部５４に出力する。
【０１８８】
　動き補償予測部５４のダイレクトベクトル生成部６５は、可変長復号部５１からパーテ
ィションのブロックサイズを受けると、上記実施の形態４のように、ダイレクトベクトル
インデックスを入力し、ブロックサイズに応じて予め決めてある１以上の動きベクトル候
補リストからダイレクトモードに用いる動きベクトルを出力する。
　即ち、ダイレクトベクトル生成部６５は、予め、パーティションのブロックサイズ毎に
、選択可能な１以上の動きベクトルをリスト化しており（図４１を参照）、選択可能な１
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以上の動きベクトルを決定する際、図４１のリストとダイレクトベクトルインデックスを
参照して、今回復号を行うパーティションのブロックサイズに対応する１以上の動きベク
トルを出力する。
【０１８９】
　例えば、パーティションのブロックサイズが「８」であるときに、インデックス情報が
インデックス０であれば、ダイレクトベクトルとして「ｍｅｄｉａｎ」を出力し、インデ
ックス情報がインデックス１であれば、ダイレクトベクトルとして「ｔｅｍｐｏｒａｌ」
を出力する。
【０１９０】
　以上で明らかなように、この実施の形態６によれば、符号化ブロックであるパーティシ
ョンのブロックサイズに応じて、選択可能な１以上の動きベクトルを決定するように構成
したので、周囲のブロックとの相関が低いパーティションでは、予測画像の生成に適する
動きベクトル以外の動きベクトルを候補から除くことができるため、処理量の軽減を図る
ことができる効果を奏する。
【０１９１】
　また、この実施の形態６によれば、選択可能な１以上の動きベクトルを決定する際、パ
ーティションのブロックサイズが小さい程、選択可能な動きベクトルの候補数を減らすよ
うに構成したので、予測画像の生成に適する動きベクトル以外の動きベクトルを候補から
除くことができるため、処理量の軽減を図ることができる効果を奏する。
【０１９２】
　なお、この実施の形態６では、符号化ブロックであるパーティションのブロックサイズ
が最大で「６４」の例を示したが、最大のブロックサイズが６４以上でもよいし、６４未
満でもよい。
　図４２は、最大のブロックサイズが「１２８」であるリストの一例を示している。
　図４２の例では、符号化制御部１及び動き補償予測部５４により保持されるリストは、
最大のブロックサイズが「１２８」であるが、実際のパーティションのブロックサイズの
最大が例えば「３２」であるような場合には、上記リストの中の「３２」以下の部分を参
照すればよい。
【０１９３】
　また、この実施の形態６では、符号化ブロックであるパーティションのブロックサイズ
に応じて、選択可能な１以上の動きベクトルを決定するものを示したが、符号化ブロック
の分割パターンに応じて、選択可能な１以上の動きベクトルを決定するようにしてもよく
、同様の効果を得ることができる。
　図４３は符号化ブロックの分割パターン毎に、選択可能な１以上の動きベクトルを示す
リストの説明図である。
　例えば、符号化ブロックであるパーティションが、２ｐａｒｔＨ１である場合、選択可
能な１以上の動きベクトルとして、「ＭＶ＿Ａ」、「ＭＶ＿Ｂ」、「ＭＶ＿Ｃ」、「ｔｅ
ｍｐｏｒａｌ」を定めているが、符号化ブロックであるパーティションが、２ｐａｒｔＨ
２である場合、左のブロックである２ｐａｒｔＨ１とは動きが異なる可能性が高い。
　そのため、２ｐａｒｔＨ２が選択可能な１以上の動きベクトルの中から、左のブロック
の動きベクトルである「ＭＶ＿Ａ」を削除して、「ＭＶ＿Ｂ」、「ＭＶ＿Ｃ」、「ｔｅｍ
ｐｏｒａｌ」を定めている。
【０１９４】
　また、この実施の形態６では、時間方向のベクトルを用いているが、これは使用するメ
モリ量を削減するために、メモリに格納するデータサイズを圧縮してもよい。例えば最小
ブロックサイズが４×４である場合、時間方向のベクトルは４×４単位で保持するのが通
常であるが、これをさらに大きいブロックサイズで保持することが考えられる。
【０１９５】
　上記のように時間方向のベクトルを圧縮して保持するとき、保持する単位よりも小さい
ブロックサイズで処理を行う場合、参照する位置が正しい位置を示さなくなるという問題
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がある。そのため、保持する単位よりも小さいブロックの場合の時間方向ベクトルを使用
しない、という処理を行ってもよい。精度の低いベクトルを候補から外すことで、処理量
の削減とインデックス符号量の削減という効果がある。
【０１９６】
　また、この実施の形態６では、ダイレクトモードベクトルについて述べたが、これは通
常の動きベクトル符号化に用いる予測ベクトルの決定に対して、同様の方式を用いてもよ
い。この方式を用いることで、処理量軽減と符号化効率改善の両面で効果がある。
【０１９７】
　また、この実施の形態６で、ダイレクトベクトルの生成あるいは予測ベクトルの決定に
用いる複数のベクトル候補に対して、ダイレクトベクトルあるいは予測したいベクトルの
ｒｅｆ＿Ｉｄｘと候補ベクトルのｒｅｆ＿Ｉｄｘが異なる（参照先のピクチャが異なる）
場合に、図１４に示すように、候補ベクトルに対して時間方向の距離に応じてスケーリン
グ処理を行うように構成してもよい。ｒｅｆ＿Ｉｄｘが同じ場合は、時間方向の距離に応
じたスケーリング処理は行わない。

　ただし、ｓｃａｌｅｄ＿ＭＶはスケーリング後のベクトル、ＭＶはスケーリング前の動
きベクトル、ｄ（ｘ）はｘまでの時間的な距離を示している。
　また、Ｘｒは符号化対象のブロックが示す参照画像、Ｙｒはスケーリングの対象となる
ブロック位置Ａ－Ｄが示す参照画像を示している。
【０１９８】
　また、空間ベクトル候補は、図４９に示すように、対象となるブロックからインター符
号化されているブロックを探索し、そのブロック内に含まれる全てのベクトルを候補とし
て使用するように構成してもよい。上述のように、ダイレクトベクトルあるいは予測した
いベクトルの指すべき先の参照ピクチャと、これら候補ベクトルの指す参照ピクチャが同
一の場合と異なる場合があり得るが、同一の参照ピクチャを指す候補ベクトルだけを候補
として使用するように構成してもよいし、スケーリング処理で同一参照ピクチャを指すよ
うに補正を行うように構成してもよい。前者の場合は処理量を増やさずに精度の低いベク
トルを候補から外す効果がある。後者の場合は、探索する分処理量は増えるが、選択候補
を増やすことができるため符号量削減効果がある。
【０１９９】
　また、式（１６）のようなスケーリングを行う場合、インター符号化されているブロッ
クを見つけた時点で、ダイレクトベクトルあるいは予測したいベクトルのｒｅｆ＿Ｉｄｘ
とは異なるｒｅｆ＿Ｉｄｘである候補ベクトルはスケーリングを行う（同じｒｅｆ＿Ｉｄ
ｘの場合はスケーリングを行わない）としてもよいし、すべて探索した後で、同じｒｅｆ
＿Ｉｄｘである候補ベクトルがなかった場合のみスケーリングを行うとしてもよい。処理
量は増えるものの精度を高めたベクトルを候補に加えることが可能となるため、符号量削
減効果がある。
【０２００】
実施の形態７．
　上記実施の形態６では、動画像符号化装置の符号化制御部１及び動画像復号装置の動き
補償予測部５４が、予め、選択可能な動きベクトルを示すリストを保持しているものを示
したが、動画像符号化装置の可変長符号化部１３が、そのリストを示すリスト情報を可変
長符号化し、そのリスト情報の符号化データを、例えば、スライスヘッダに多重して、動
画像復号装置側に伝送するようにしてもよい。
　この場合、動画像復号装置の可変長復号部５１は、スライスヘッダに多重されている符
号化データからリスト情報を可変長復号して、そのリスト情報が示すリストを動き補償予
測部５４のダイレクトベクトル生成部６５に出力することになる。
【０２０１】



(41) JP 5486091 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

　このように、リストを示すリスト情報をスライス単位（あるいは、シーケンスやピクチ
ャ単位などでもよい）で動画像復号装置側に伝送するようにしてもよいが、符号化制御部
１により保持されているリストが変更された場合にだけ、変更後のリストを示すリスト情
報を動画像復号装置側に伝送するようにしてもよい。
　以下、具体的に処理内容を説明する。
　図４４は動画像符号化装置におけるリスト情報の送信処理を示すフローチャートであり
、図４５は動画像復号装置におけるリスト情報の受信処理を示すフローチャートである。
【０２０２】
　動画像符号化装置の符号化制御部１は、上記実施の形態６と同様に、符号化ブロックで
あるパーティションのブロックサイズに応じて、選択可能な１以上の動きベクトルを決定
するが、動きベクトルを決定する際に参照するリストが変更されているか否かを確認し、
リストが前回と同じであれば（図４４のステップＳＴ４１）、前回とリストが同じである
旨を動画像復号装置側に通知するため、変更フラグを“オフ”に設定する（ステップＳＴ
４２）。
　可変長符号化部１３は、符号化制御部１が変更フラグを“オフ”に設定すると、“オフ
”の変更フラグを符号化して、その符号化データを動画像復号装置側に伝送する（ステッ
プＳＴ４３）。
【０２０３】
　符号化制御部１は、前回とリストが異なる場合（ステップＳＴ４１）、前回とリストが
異なる旨を動画像復号装置側に通知するため、変更フラグを“オン”に設定する（ステッ
プＳＴ４４）。
　可変長符号化部１３は、符号化制御部１が変更フラグを“オン”に設定すると、“オン
”の変更フラグと変更後のリストを示すリスト情報を符号化して、その符号化データを動
画像復号装置側に伝送する（ステップＳＴ４５）。
　図４６はリスト内の「ｔｅｍｐｏｒａｌ」が選択可から選択不可に変更されているため
に、“オン”の変更フラグと変更後のリストを示すリスト情報を符号化している例を示し
ている。
【０２０４】
　動画像復号装置の可変長復号部５１は、符号化データから変更フラグを復号し（図４５
のステップＳＴ５１）、その変更フラグが“オフ”であれば（ステップＳＴ５２）、“オ
フ”の変更フラグを動き補償予測部５４に出力する。
　動き補償予測部５４は、可変長復号部５１から“オフ”の変更フラグを受けると、前回
とリストが同じであると認識し、現在保持しているリストを参照対象に設定する（ステッ
プＳＴ５３）。
　したがって、動き補償予測部５４は、現在保持しているリストを参照して、今回復号を
行うパーティションのブロックサイズに対応する１以上の動きベクトルを決定する。
【０２０５】
　動画像復号装置の可変長復号部５１は、変更フラグが“オン”であれば（ステップＳＴ
５２）、符号化データからリスト情報を復号し、“オン”の変更フラグとリスト情報を動
き補償予測部５４に出力する（ステップＳＴ５４）。
　動き補償予測部５４は、可変長復号部５１から“オン”の変更フラグとリスト情報を受
けると、前回とリストが異なると認識し、そのリスト情報にしたがって現在保持している
リストを変更して、変更後のリストを参照対象に設定する（ステップＳＴ５５）。
　したがって、動き補償予測部５４は、変更後のリストを参照して、今回復号を行うパー
ティションのブロックサイズに対応する１以上の動きベクトルを決定する。
　図４７は変更フラグが“オン”であるため、現在保持しているリストを変更している例
を示している。
【０２０６】
　以上で明らかなように、この実施の形態７によれば、選択可能な１以上の動きベクトル
を示すリストが変更された場合に限り、変更後のリストを示すリスト情報を符号化して符
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号化データを生成するように構成したので、符号量の大幅な増加を招くことなく、リスト
の変更を受け付ける機能を実装することができる効果を奏する。
【０２０７】
　この実施の形態７では、リストが示す選択可能な動きベクトルの一部が変更された場合
でも、変更後のリストの全体を示すリスト情報を符号化する例を示したが、図４８に示す
ように、ブロックサイズ毎に変更フラグを用意し、選択可能な動きベクトルが変更された
ブロックサイズの変更フラグを“オン”にして、当該ブロックサイズに係るリスト情報だ
けを符号化するようにしてもよい。
　図４８の例では、ブロックサイズが「６４」と「８」における動きベクトルは変更され
ていないため、変更フラグは“オフ”であり、当該ブロックサイズに係るリスト情報は符
号化されない。
　一方、ブロックサイズが「３２」と「１６」における動きベクトルは変更されているた
め、変更フラグは“オン”であり、当該ブロックサイズに係るリスト情報は符号化されて
いる。
　なお、いずれかのブロックサイズの変更フラグが“オン”である場合に限り、ブロック
サイズ単位の変更フラグを符号化するようにして、いずれのブロックサイズの変更フラグ
も“オフ”である場合には、リスト単位の変更フラグ（“オフ”の変更フラグ）だけを符
号化するようにしてもよい。
　また、リスト単位の変更フラグを用いずに、ブロックサイズ単位の変更フラグだけを符
号化するようにしてもよい。
【０２０８】
　ここでは、ブロックサイズ毎に、選択可能な動きベクトルを変更できる例を示したが、
符号化ブロックの分割パターン毎に、選択可能な動きベクトルを変更できるようにしても
よい。
【０２０９】
　なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、ある
いは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要
素の省略が可能である。
【符号の説明】
【０２１０】
　１　符号化制御部（符号化制御手段）、２　ブロック分割部（ブロック分割手段）、３
　切替スイッチ（イントラ予測手段、動き補償予測手段）、４　イントラ予測部（イント
ラ予測手段）、５　動き補償予測部（動き補償予測手段）、６　減算部（差分画像生成手
段）、７　変換・量子化部（画像圧縮手段）、８　逆量子化・逆変換部、９　加算部、１
０　イントラ予測用メモリ、１１　ループフィルタ部、１２　動き補償予測フレームメモ
リ、１３　可変長符号化部（可変長符号化手段）、２１　切替スイッチ、２２　動きベク
トル探索部、２３　ダイレクトベクトル生成部、２４　動き補償処理部、２５，２６，２
７　ダイレクトベクトル生成部、３１　空間ダイレクトベクトル生成部、３２　時間ダイ
レクトベクトル生成部、３３　ダイレクトベクトル判定部、３４，３６，３７　初期ベク
トル生成部、３５　動きベクトル探索部、４１　動き補償部、４２　類似度算出部、４３
　ダイレクトベクトル選択部、５１　可変長復号部（可変長復号手段）、５２　切替スイ
ッチ（イントラ予測手段、動き補償予測手段）、５３　イントラ予測部（イントラ予測手
段）、５４　動き補償予測部（動き補償予測手段）、５５　逆量子化・逆変換部（差分画
像生成手段）、５６　加算部（復号画像生成手段）、５７　イントラ予測用メモリ、５８
　ループフィルタ部、５９　動き補償予測フレームメモリ、６１　切替スイッチ、６２　
ダイレクトベクトル生成部、６３　動き補償処理部、６４，６５，６６　ダイレクトベク
トル生成部、７１　空間ベクトル生成部、７２　時間ベクトル生成部、７３　初期ベクト
ル判定部、８１　動き補償部、８２　類似度算出部、８３　初期ベクトル決定部、９１　
切替スイッチ。
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